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平成２９年第１回 飯塚市議会会議録第４号 

 

 平成２９年３月２３日（木曜日） 午前１０時００分開議 

 

○議事日程 

 

日程第１５日   ３月２３日（木曜日） 

 

第１ 一般質問 

 

○会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 

 

○議長（鯉川信二） 

 おはようございます。これより本会議を開きます。きのうに引き続き、一般質問を行います。

１４番 江口 徹議員に発言を許します。１４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 江口でございます。本日は、片峯新市長に、予算編成について並びに政治倫理についてお聞き

いたします。 

まずは、第１点目予算編成についてですが、市長として、予算編成を迎えるにあたり、当然の

ことながら、ご自分が選挙で掲げられてきた公約並びにマニフェストがその予算に反映されるも

のだと考えております。その市長選において掲げられたマニフェスト、公約とはどのようなもの

だったのか、改めてお示しください。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 ご質問の、さきの市長選挙での私のマニフェストとしましては、次の４つの目標、まちづくり

の方向性をお示しさせていただきました。第１には、子どもたちの未来を開く教育のまちであり

ます。次に、第２として、高齢者が大切にされ活躍できる福祉のまち。第３に、地元に働く場所

がある活力あるまち。そして第４として、文化やスポーツが盛んな健康なまちであります。 

１つ目の教育のまちでは、考える力や工夫する力を育てる２１世紀型事業の導入、グローバル

社会、ＩＴ社会に対応できるスキル育成や、教育施設の環境充実など、飯塚は教育がすばらしい

と評価されるような取り組みを進めていきたいとの思いからであります。子どもたちの学力向上

だけではなく、個性や能力を伸ばし、未来を切り開いていくための生きる力を身につけることが

できるような取り組みが必要と考えています。また、待機児童対策など、子育て支援の充実も進

めていかなければならないと考えております。 

２つ目の福祉のまちは、高齢化社会が進展する中、医療福祉の充実が大変重要であると考えて

います。地域社会の中で、高齢者が活躍できるまちづくりを進めていく必要があると考えている

ものです。 

次に、３つ目の、活力あるまちは、人口減少が進む中で、地域コミュニティ活動や地域経済を

活性化させていくための取り組みが必要であり、それには、雇用の場の確保が重要であると考え

ております。そのため、企業誘致や中小企業への支援を引き続き実施していくとともに、農林業
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や商業の振興も積極的に取り組んでいく必要があると考えています。 

最後に、４つ目の健康なまちでは歴史や文化遺産を大切にする心の醸成を通して、文化の薫る

まちづくりを進めるとともに、地域に活気と元気を生み出すスポーツ振興にも積極的に取り組み、

人と人とがつながる健康なまちづくりを進めていくべきだと考えています。 

以上、この４点について、さきの選挙におきまして、マニフェストとしてお示しいたしており

ます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 そのマニフェストの実現のためには、それを行政の仕事の中に、予算化して持ってこなくては

なりません。といっても、昨日、この部分について、一般質問が同僚議員のほうからなされまし

た。そのときにお答えになったように、財源については、残念ながら厳しい状況にあるという認

識であるというお話でした。その中で、政策をどう盛り込むのか、肉づけをするのかですね、そ

の点において前市長とのやり方について、変更しようという点等がございましたらお示しいただ

きたい。 

○議長（鯉川信二） 

 財務部長。 

○財務部長（髙木宏之） 

 前市長において取り組んでまいりました事業で、引き続き取り組むべき施策につきましては、

今回提案させていただいております当初予算、骨格予算でございますが、で計上をしているとこ

ろでございます。その上で、市長がマニフェストに掲げられております施策につきましては、新

たな具体的な施策としてまとめ、６月議会、また、それ以降の機会に提案をさせていただきたい

と考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 あっさりとしたお答えですが、きのう答弁の中で、幾つかキーワードになるようなものがあり

ました。本物志向と未来志向、協調と前進等々ですね。また、マニフェストの中には、小中学校

への全教室へのエアコンの設置、そしてまた答弁の中でも、ＩＴに関する部分であるとか、いろ

んなものがあっています。その部分を、本当にじゃあどうやって形にしていくかなんですが、そ

れを考える中でもやはり、やっぱりここをきちんとしていくことが市が変わっていく、センター

Ｐとなりえるのではないかという部分があるかと思います。市長として４つ挙げられた。だけれ

ど、その中でも特にここの部分はやらなくてはならないのではないかと考えている、また、もし

くは考え方としてこういった考え方で、私はやっていきたい、そういった分がございましたら、

ご案内ください。 

○議長（鯉川信二） 

 企画調整部長。 

○企画調整部長（森口幹男） 

 今現在、その新しい市長のお考えをまとめているところでございまして、先ほど市長が述べま

したとおり、教育のまち、福祉のまち、活力あるまち、健康なまち、この４本を中心に新しく施

策を６月の議会で計上させていただくとともに、その折の施政方針の中で明確にしていく予定で

ございます。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 
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 今、企画調整部長が挙げました、私がマニフェストとして掲げたキーワードである４点、そし

て、それに幹のように通したいのが、きのうもお話ししましたが、「優しさ」をキーワードとし

て、周辺地域、そして小さな子どもから高齢者に対する対応策を早急に、また計画を持って進め

ていきたいと考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 昨日の同僚議員に対するお答えでは、もっともっと雄弁にお答えされていたかと思っています。

その中でお話しになったのが、きちんと現場を見ながらやっていきたい。厳しい財源の中で住み

たい、住み続けたいと思われるまちになれるように投資もしていかなくてはならない、厳しい中

でも投資をしていかなくてはならない、そこをどう優先順位をつけていくかが使命であると、シ

ミュレーションをしっかりやっていきたいというお話をなされました。また、片一方では、産、

官、学、市民の方々ときちっと話をされながらやっていきたいというお話をなされました。ぜひ、

前例に捉われることなく、現場を見て、お客さま、市民の声を聞き、そしてまた、産業界の声を

聞き、働く方の声を聞いて、そして真のニーズをつかんで、やっていっていただきたいと思って

います。 

その中で、１点のみお願いというか、ここはきちんとやってもらわなくては困るという点につ

いてお話をさせていただきます。これきょうの朝刊です。飯塚市保育士確保へ模索。一昨日の一

般質問にもありましたけれど、待機児童ですね、非常に厳しい状況です。これは、９９人という

のは、３月現在の待機児童の状況でありますが、４月１日、通常４月になったら、年度変わるの

で、がくんと減るんですけれど、残念ながら、４月１日の待機児童の予定では８６名です。平成

２７年度が１７名、そして２８年度、今年度が４８名でスタートした４月の待機児童が、２９年

度、あと半月もすれば８６名、倍々ゲームですよ。ふえていっているわけです。ここの部分に関

して、市長選の中での新聞報道、一昨日も話にありましたが、補助職員を１名配置をしたいとい

う現場の思いが報道となっておりましたが、それで待機児童が減るとはとても思えません。現在、

当初予算並びに現在やっている２８年度の現行の予算で盛り込まれている、この保育士確保のた

めの対策は４００万円です。新たに飯塚市で保育士になろうとされる方々に、就職の支度金とし

てお１人１０万円、それと引っ越しですね、市外から市内へ引っ越してくるときに２０万円、こ

の予算しかなされてないわけです。この厳しい予算の中では、今現場で頑張っておられる方々、

この方々が続けようと思っても、疲弊したときに、つなぎとめておくというすべがないわけです。 

国のほうは財政支援をしようとしています。ベテランで、月で約４万円、若手でも六、七千円

というお話が出ています。じゃあこれで十分な支援となり得るのか。全産業平均と比べると、保

育士の給与は月で約１０万円少ない、低いと言われています。他方で、同じ福岡県の中でも、福

岡市、北九州市、両政令市を初め、多くの自治体が独自の支援をしています。東京都においては、

さらに輪をかけた支援をしている。東京都では、もともと月２万円くらいのプラスをやっていた

部分を、２９年度、さらに２万円足しているんです。やはり、どうしても同じ仕事をする中で、

条件のいいところに人が動くのは経済の道理であります。そのことを考えたときに、働く現場、

おられる方々、働くためには、働ける環境にならなくてはならないわけです。 

お父さん、お母さんが子どもを心配しながらも安心して働くためには、この保育が、きちんと

なされることが大変重要であります。そして子どもの健康な育ちにとっても重要であります。ぜ

ひ、その点に関して、しっかりとした予算措置をしていただきたい。そのことをお願いして、次

の質問に移ります。 

次は、政治倫理についてであります。年末、１２月議会最終日を激震が襲いました。それ以降、

約２カ月間、飯塚市政は非常に混乱をした状況の中にありました。新市長として当選された片峯

市長でありますが、このかけマージャン問題に関しては、いろんな方々が、飯塚市民のみならず、
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市外の方々からも、飯塚のことは多く言われてきました。多分、この場におられる方全員が、親

戚であったり、知り合いであったり、いろんなこと言われたんだと思います。私のところにも来

る年賀状には、市外から来る年賀状には、そのことが書いてある。もしくは、電話で、非通知で

かかってきて、どうなっているんだって怒られる。１０分、１５分と怒られることもあります、

こともあるんですが、この問題が果たしてきちんと終わったかどうかなんです。これはきちんと

終わらせて、次に進んでいく必要があると思っています。 

この問題、市長としては、この問題は、もう終わった問題だとお考えなのかどうか。まずそこ

からお聞かせください。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 執行部といたしましては、政治倫理審査会での審査を経まして、１月３０日に審査報告書を受

けております。報告書の形で答申を受けております。これをもちまして、審査を終結をしている

というふうに認識をいたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 市長はどのようにお考えですか。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私は、この問題については、幾つかの要素がある中で、自分の中でこのように整理をしており

ます。つまり、特別職の勤務形態が通常の一般職員と違うとはいえ、職員の皆さんが仕事をして

いらっしゃる昼間に、しかも、かけマージャンをしていたという、そのことについての道徳観や

倫理観については、私自身、今市長となりましたので、より道徳観、倫理観を持って襟を正して

職務に邁進しなければならない。そのようにひとつ捉えております。 

それから、もう一点の問題として、そのマージャンをしていた、そのメンバーの中に、市内の

業者の方がいらっしゃって、その中で、特定のその業者への利益供与や優遇措置があったんでは

ないかという政治倫理上の問題もあるかと思いますが、その件につきましては、先ほど総務部長

が答弁しましたように、政治倫理審査会からの報告をもって、これは終結をしたものであるとは

考えておりますが、今後、同様なことがないよう、政治倫理についてもさらに、私もさらに勉強

を深めて、繰り返さないシステム化を進めるとともに、いろんな、さまざまな業者との契約、そ

してプロポーザルのあり方等についても、市民の皆さんから、疑義を生じないような形に、より

していくためにどうすればいいかについて、今後、しっかりと勉強とともに改正に向けて検討し

ていきたいと思っておるところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 指定管理者の分に関しましては、政治倫理審査会がやったので、終わりだというお話もござい

ます。ところが、片方では、やはり市民の中で、この問題は終わっていないのではないか、真相

究明が十分ではないのではないかというお話が、やっぱりあるんです。それは、選挙期間中の争

点に関する新聞でのアンケートですね。この問題が、市長、副市長の辞職で十分だと思うのか、

真相究明が必要だと思うのか。そのアンケートにも表れていました。また、片一方では、この市

長選のさなか、片峯候補の段階ですが、新聞の取材では、今以上の究明が必要かどうか精査をす

ると、そしてまた再発防止の仕組みづくりや啓発に取り組むとお答えをなられたと。その再発防
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止の仕組みづくりや啓発に取り組みたいというのは、今のお話であったかと思います。 

ただ、あの政治倫理審査会が十分であったかどうかに関しては、私ども議会の中でも議論が分

かれています。十分であったと思われている方もおられるかもしれませんが、私自身は十分であ

ったと思っていません。私どもが、政治倫理審査会にお願いをしたのは、きちんとした調査をし

ていただいて、疑惑を晴らすことであったんですが、そこの部分に関しては、十分にならなかっ

たと思っています。 

一点、お聞きいたしますが、審査会の調査がああいう形でよかったかどうかは別にして、市と

してもあれが本当によかったのかどうかに関しては、チェックをする必要があると思っています。

指定管理の相手先となった業者に関しては、どうだったかというところに関して、市民文教委員

会、２月３日の市民文教委員会でも議論がありました。ある程度の議論がありましたが、それ以

外の同席された方々について、どういった方々が同席されて、その方々が市との取引があったの

かなかったのかということに関しては、何ら政治審査会ではお話がありませんでした。業者はい

たのかということに関しては、それ以外の業者はいなかったと前市長、前副市長はお答えになり

ましたが、それが実際であったかどうかはわかりません。ＤＶＤの中には、業者と思われる事務

所の姿もありました。私どもがつかんでいるのは、あのＤＶＤだけでありますが、そういった

方々は、どういった方々が一緒になされていて、その方々と、市との取引実態があったかどうか

については、市としてはチェックはなされたのでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 市自体でのチェックは行っておりませんが、政治倫理審査会の意見聴取、前市長、前副市長へ

の意見聴取の中で、指定管理予定事業者以外の業者、それと市の職員及び市議会議員はいなかっ

たということで、厳正な審査の中での事情聴取の中でお答えされてありますので、それも答申書、

審査報告書にもうたってございます。そういうことで、市としても、そういうふうな理解をして

おります。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 やはりそれでは不足だと思うんです。せめて、映っていた方々が、ＤＶＤを渡してもいいです

よ。どういった方々で、どなたで、その方々が、市との取引がどうであったのか、ここに疑念が

ないのかどうかに関しては、チェックをすべきであると思っています。 

指定管理者の問題についてお聞きいたします。市民文教委員会では、この指定管理者、予定ど

おりやるという理由の一つとして、代表取締役個人の問題であり、会社の問題ではないというお

話ございました。もしこれが、例えば工事契約とか、そういった契約の相手方だった場合、指名

停止となるのかどうかということに関して、指名停止とはならないというお話でしたが、そのこ

とに間違いありませんか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 質問議員言われるとおりでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 もう一点、指定管理者の候補から外すのには、そういった文言はないというお話もあったかと

思いますが、その点は間違いありませんか。 
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○議長（鯉川信二） 

 企画調整部長。 

○企画調整部長（森口幹男） 

 当然、参加資格の要件を備えて参加をされておりますし、その手続の中で選考されております。

選考されましても、取り消し事由というのがございますけれども、これにつきましては、運用、

管理運営を執行しまして、不手際があった場合について、一度、指導勧告を行った上での取り消

しというのが、地方自治法上決められております。それにのっとって、取り消しすることは可能

でございますけれども、現状ではそういった手続までは至っておりませんので、現状、選考され

た業者さんのところで指定管理をしていただくような形で、手続を進めているところでございま

す。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 あともう一点、同様な事案が起きた場合はどうなされますか。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 契約の場合でも、指定管理の場合でも、同様な事案が起きた場合は、今回同様、そのまま継続

という形になりますか。 

○議長（鯉川信二） 

暫時休憩します。 

 

午前１０時２３分 休憩 

 

午前１０時２３分 再開 

 

○議長（鯉川信二） 

 本会議を再開いたします。総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 同様の取り扱いとなります。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 やはりね、その部分に関しては、議論が分かれるというか、そういった形で本当にいいのかと

いう思いがなされる方が多いんだと思います。市民文教委員会でも同僚議員の中から、コンプラ

イアンスのことを考えると果たしてこれでいいのかと、しっかり考え直すべきだという提案がご

ざいました。これ、市民文教委員会、２月３日に配付された資料です。ここの中を見ても、今回、

別な対応ができたのではないかと思われる部分があります。これの運用に関するガイドラインで

すが、ここの１９ページには、再度の選定という項目がございます。「申請団体に選定結果の通

知をした後、当該指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となったとき、または、著し

く不適当と認められる事情が生じたときは、選定委員会において次点となった申請団体から順に

指定候補者とすることができるものとします。」とあります。同じように、例えば、指名停止に

なった場合とか、工事契約とかでも同じような状況が生まれた場合できるんだと思っています。 

もう一つ考えていただきたいのは、欠格事由の中にあるものは、これですね、募集要項なんで

すけれど、構成員に、暴力団員がおられた場合には、ばっさり切るわけですよ。これコンプライ
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アンスですよね。そのことを考えると、やはり会社の構成員、特に重要な構成員である代表取締

役に、そういった事情が発生したとき、同じような取り扱いをするのが適当かどうかについては

考え直すべきだと思っています。この点については、もう一度、しっかりと内部で協議をしてい

ただきたいと思っています。 

このかけマージャン問題ですが、前市長、前副市長の責任は辞職をなされた。そのことで、も

う責任はとられたとお考えなのかどうか。市長にお聞きいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 これも１月３０日に提出されました、政治倫理審査会からの審査報告書にも記載してあります。

審査会で論点になったのが２点ありまして、４条１号の政治倫理に関することに関しては、審査

会といたしましても、前市長、前副市長が辞任されることで、一定の判断は、ご自身で決着をつ

けられたということで、報告、答申のほうも受けております。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私も、今回、前市長、前副市長がみずから辞職なさったということで、今回の問題については、

一定の終結をしたものというように捉えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 もう一点、このかけマージャンに関しては、今回の市長選に出られた３人ともかけマージャン

をしたことがあるということでした。市長も立候補の際に、そのことをお話しになられました。

そのことに関する責任については、どうお考えですか。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私も学生のころに覚えまして、それから、友人とマージャンをしてきました。もちろん、多額

少額は別にして、いわゆるかけマージャンであったと振り返って思っております。社会人になっ

て、めっきりすることがありませんでした。しかしながら、この１０年間の中で、二、三回はし

たことがあるということをみずから言いましたし、私は、非常に、それまで認識不足で、少額で

あるなら、賭博行為にはあたらないから大丈夫というように思っておりましたが、今回、一連の

問題で、そのことを考えたときに、１円でもかけると、かけマージャンと認定されても仕方がな

いんだ、それが社会通念でもあるんだということを認識し、過去も含めた反省をいたしましたの

で、私自身の中で、今後一切、マージャンそのものをしないということで、一定の、自分の中で

けじめをつけたつもりでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 後ほど、その責任のあり方については述べたいと思います。 

次に、今後の方針について、お聞きいたします。そもそも、この政治倫理とはどういったもの

であると、市長はお考えですか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 
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 政治倫理とは、公職、公選職の者の政治家が、公平公正に行動するために持たなければならな

い行動規範でございます。本市の政治倫理条例第１条にも、目的のところにも規定してあります

ように、市民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、自己の地位による市等への影響

力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう、市民の信頼に応えるものというふうに、

目的もうたっております。また、この同じ条例の、４条１号関係にも政治倫理に関する規定があ

ります。それらの規定をもって、うたってある、政治倫理に規定してあることをもって、政治倫

理というふうに理解をいたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 飯塚で政治倫理条例ができたのは、残念ながら不祥事からであります。不祥事の反省の中で、

この政治倫理条例は生まれました。公正公平であるべき政治家が、お金や他の便宜供与などの理

由により、その市政をゆがめ、特定の者に有利もしくは不利になるような働きかけを行政に対し

て行い、そのことによって、行政の仕事が揺らぎ、特定の者が何らかの利益、不利益をこうむる

ことがないように、という意思であると私は考えています。そのことをしっかりやるために、政

治倫理条例があり、その仕組みとして行動基準等がありました。政治倫理基準等がございました。

この政治倫理条例ですね、市長は選挙のさなかに、資産公開について、市長、そして三役が資産

公開を行うことについて、十分考えなくてはならないという前向きなお話をなされていました。

この点について、改めて、どう考えているのか、お聞かせください。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 もちろん、現在も私を初めとして、市特別職は今質問者おっしゃいますとおり、市の市政につ

いて、さまざまなところで影響力を大きく持つ立場にある者でございますので、資産公開も含め、

政治倫理について、より厳正でなければならないと思っておりますので、質問者の質問のとおり、

そうするつもりでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 私どもは、一昨年の１２月議会の中で、この資産公開については、廃止をさせていただきまし

た。毎年の資産公開については、廃止をさせていただきました。そのときの基本の考え方、どう

いった考え方で、そうやったのか。あのときの条例改正は、どういったものであったのか。それ

以外にもあったかと思いますが、その点については、どのようにご理解なされておられますか。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私も、もちろん当時特別職でございましたので、そのやり取りについては、自分もみずからど

うあるべきかということをみずからに問いただす意味でも、自分なりに一生懸命に話の内容、そ

して流れを伺っていたつもりでございます。現在の資産公開を中心とした政治倫理条例のあり方

では、あまりにも抜け道が多いので、資産公開は廃止する。しかしながら、政治倫理規範につい

ては、より重視するということでやり取りがあっていたように、私は認識をしております。その

点も含めまして、本当にそのことが相なるのかということを、私は先ほど、私と特別職の資産公

開については、自分の考えを述べましたが、より市民の皆さんに襟を正した私、そして議会も含

めた、市としてのありようを、どうお示しするべきか、議会の皆さんとも今後、一緒に考えてい

きたいと思っているところでございます。 
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○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 ぜひ、その考える際に、行政、いろんな仕事をするときと一緒だと思うんですが、現状をお調

べいただいて、その施策が有効に働くかどうかを考えていただきたいと思っています。 

資産公開、どの程度の自治体で行われているのか、お聞かせください。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 平成２６年１２月末現在での、全国市議会議長会の調査でございますが、全国７９０市区のう

ち、４３市、率にして約５．４％ということになりますが、これらの市が資産公開を行っている

という状況でございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 この資産公開によって、政治家の不正が発見された事例はございますか。私どもは調べたんで

す。有効であるんだったら残すべきだと思いました。だけど、私どもの調査では見つけられなか

った。その点、何かつかんでおられる部分、ございますか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 申しわけありません。私どもも、そういった事例が発生したかどうかということは、承知をい

たしておりません。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 そうなんです。資産公開によって、不正が発覚した事実は、私も知りませんし、私どもも知り

ませんし、執行部側も知らないわけです。そういうところを、ぜひ考えあわせていただきたい。

また、あわせて、じゃあ、これが、制度が必要ということを考えるということは、これが有効だ

という前提があって初めて成り立つと思うんです。その点はそうですよね。当然のことながら。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私が考えておりますのは、まず私は資産公開をする立場にあります。そのことは御承知だと思

います。で、含めまして、特別職もと考えておる次第です。特に、なぜ資産公開をというお尋ね

ではありませんでしたが、自分なりに考えたときに、少なくとも私自身に関しては、それをあえ

て、市民の皆さんに見えるようにお示しすることで、その姿勢をご理解いただきたいと思ってお

りますし、一緒に仕事をする特別職にも、かくあってほしいという思いでございます。 

先ほどのご質問のように、それがどれだけの、本当に効果があるのかと問われますと、恐らく、

そのことだけで効果があるものだろうとは、正直私も考えておりません。いろんな要素も、また、

いろんな仕組みも加味しながら、総合的に、本当に公平公正なあり方とするためには、どうすべ

きかについて考える。それが、新しい仕組みづくりなのかなと思っているところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 
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 有効でないかもしれないんだけれど、総合的に考えて導入するというお考えのようではありま

すが、果たしてそれはどうなんでしょう。１点、事例を紹介したいと思います。川崎町の事例で

すね。汚職があったのは御存じですか。事例、御存じでしたら、ご紹介ください。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 新聞報道等であったことは承知しておりますが、手元に資料等ございませんので、詳細につい

てはちょっと申し述べるのを控えさせていただきたいと思います。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 では、私のほうで紹介しましょう。これ、地裁の判決が昨年、ちょうど１年前ですね。

２０１６年３月１７日、福岡地裁で出ています。これは、町長が被告となっています。川崎町発

注の公共工事をめぐる汚職事件で、加重収賄などの罪に問われた前町長と前町議の判決があった

わけです。この中で、被告、町長は３００万円、そして、被告の町議は２５０万円の分配を受け

たと。指名に加えて、その謝礼と知りながら受け取ったわけです。こういった事件があったんで

すが、この川崎町、福岡県の中で、同じように資産公開をなされていた自治体であります。そし

てここは、配偶者の資産公開もなされていた町であります。期せずして、きのうのある議員の発

言の中に、ある意味、悪いことをやった人に、やったかと聞いて、やったという人いないよねと

いうお話ありました。ここ川崎でも、資産公開あっているんですけれど、当然のことながら、お

金をもらったことについては記載がありません。このことについて、資産報告書、私も見てまい

りました。被告となった前町長は、無罪を主張する中で、受け取ったお金は貸付金の返済金だっ

たとお話にあったんです。じゃあ、その貸付金という記載があったかといったら、これもないん

です。やっぱり、この資産公開が有効か無効か、無効である、ある意味、証拠があるわけです。

そうしたら、政治倫理を守るための仕組みをどうするのか。それをきちんと考えて、それを、じ

ゃあ、現状がどうで、それに対してどうすべきだというお話をしなくてはなりません。 

汚職事件について、総務省の調査があります。これによると、平成２３年度から２６年度まで

の数字が手元にありますが、汚職事件の関係職員の内訳のうち、２３、２４、２５、２６年度で

議員がかかわったのは１件、一般職がかかわったのが、２３年度が１２５人、２４年度が９７人、

２５年度が１１０人、２６年度１００人なんです。 

やっぱり、最初に言いましたように、政治倫理条例、政治倫理とは何かということで、お話し

させていただいたのは、不正な働きかけを行う、そのことによって行政がゆがめられる。そのこ

とによって特定の者が有利ないし不利になる、そのことが防がれるべきものであります。そう考

えたときに、私ども議会は、山の登り方、政治倫理をきちんとするための登り方について、お金

の面でそれは発見できない、そうではなく、そこの働きかけの部分、実際に、例えば、業者さん

から私がお金をもらいました。働きかけました、それができました。でも、ここを見つけるのは

無理なんです。だけれども、ここ行政に対して働きかけをした、ここの分に関しては、把握がで

きる。なので、決議を政治倫理条例の改正と同時に行い、そしてそれが、職員倫理条例になった

という理解をしております。職員倫理条例制定の理由の一つに、私どもの決議があるというのは

間違いありませんよね。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 間違いございません。 

○議長（鯉川信二） 
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 １４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 しっかりと、やっぱり山の登り方を考えていただきたい。市民が望んでいるものであるから、

確かに、市民は政治倫理、資産公開をするほうがよいという思いの方、多いかもしれません。だ

けれども、こういう考えでやったんですよというお話をさせていただいた中で、理解をしていた

だいている市民もかなり多くございます。私どもの制定過程において、確かに、もう少し配慮す

べき点があったのかもしれませんが、私どもが考えたのはそういったことです。政治倫理をきち

んとするためにどうするのか。それから、守備範囲を広げる。起訴になったときに説明会を前倒

しをする。そういった手だてをしながら、片一方で、お金のやり取りについては、ここでは、資

産公開をしても絶対わからないから、これについてはやめようと決断をしたんですね。政治倫理

全体として、どうやってブラッシュアップをするのかを考えていただきたい。そのことを改めて

条例になされるときには、当然のことながらそういった部分も考えられるでしょうし、じゃあそ

れがどこまでするのか、配偶者までするのか、同居の親族までするのか、そういったこともある

でしょう。市民は、配偶者もそうだよね、同居の親族もそうだよねと考えているかもしれないけ

れど、果たしてそれで守れるのか。守れないと思います。書かないですよ。例えば、ちょっと例

えとしていいかどうか、不適当かもしれませんが、かけマージャンを市長、副市長がなされてい

ました。そのかけのインカム、収入、当然のことながら、市長、副市長、もしあったとしてみて

も、書いていなかったでしょうし、ここではわからないんです。であるならば、そこの分をどう

やって、やっていくのか。しっかりと考えていただきたいと思っています。 

後もう１点、最後になりますが、前市長、副市長の責任、そして新市長の責任についてでござ

います。この責任のとり方は、辞めて終わり、それでいいんだよっていう市民の方もおられるか

と思いますが、そうではない。もっときちんとやらなくてはならないだろうと思っている方も確

実におられます。１月１日の市報と同時に、前市長、前副市長のおわびの文書が入っていました。

このおわびの文書そのものについても批判がありました。これは公費でやったの、私費でやった

の、誰がやったのというお話もございました。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口議員にお知らせいたします。間もなく発言時間が終了いたしますので、最後の質

問としていただくように、まとめていただくようにお願いいたします。１４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

 市政は非常に混乱をいたしました。辞めるのも責任の一つかもしれませんが、辞めて終わりで

はないとも思っています。そういった分に関して、別な責任の取り方があるのではないかと思っ

ています。ある方は私のところに、退職金、当然のことながら返すんでしょうってお話なされた

方もおられます。そういった部分も含めて、政治の職にある者は寄附行為はできませんが、そう

でない者に関しては、寄附はできます。一旦、供託がなされていたということも聞いております。

市長でしたら、通常だったら２千万円程度退職金がございます。副市長も、それに準じてかなり

の高額な退職金がある、そしてまた、給与等、１月の給与も支払われていたと考えますが、じゃ

あそれが、十分な職務ができたかどうかも考えなくてはなりません。 

○議長（鯉川信二） 

 １４番 江口 徹議員、発言時間が終了しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

○１４番（江口 徹） 

 また、市長については、ご自分の責任の取り方についても考えていただき、さらに一歩進んだ

責任の取り方をしていただき、このかけマージャン問題が、あっ、終わったね。これでもういい

んだろうと。よし、じゃあ、次へ行こうと言えるような再スタートを切っていただきたいという

ことをお願いいたしまして、私の質問とさせていただきます。 

○議長（鯉川信二） 
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 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４７分 休憩 

 

午前１１時００分 再開 

 

○副議長（松延隆俊） 

 本会議を再開いたします。８番 宮嶋つや子議員に発言を許します。８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 おはようございます。日本共産党の宮嶋つや子です。通告に従い、一般質問を行います。第

１は、コミュニティバスの合併前へのサービス水準復活についてです。 

合併から１１年になります。旧４町では、全ての自治会をめぐるように走っていた福祉バスが

なくなってしまいました。昨日、片峯誠市長は、山間部の高齢者の方々を訪ねたとき、病院にな

かなか行けない、買い物に行きたいが、行けなくて困っているという声を聞いて、こういう方々

のためにお役に立たなければならない、何ができるか具体策を考えると答弁されていました。合

併前、それぞれの地域で工夫して福祉バスが運行されていました。 

まず、１点目は、筑穂地域についてです。合併前、ふれあいバスのバス停は９０カ所ありまし

た。現在、コミュニティバスのバス停は何カ所ありますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 バス停の数は手元に資料を持ち合わせておりません。申しわけございません。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 今、現在、今年度まで７カ所、筑穂地域の中にですね、そして、来年度から大木というところ

に１カ所バス停がふえますので、８カ所になります。このバス停８カ所あるんですけれども、い

わゆる筑穂支所、筑前大分駅周辺など一部の地域に限られています。コミュニティバスができて

便利になったと住民の方が思われているのか、不便になったと思われてるのか、お尋ねします。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 現在の筑穂飯塚線におきましては、平成２５年度から２７年度にかけての利用者数は、大きく

伸びております。２８年度におきましても、前年度を上回る見込みでございます。徐々にではご

ざいますけれども、利便性が上がっているというお声も聞いているところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 利用者は少しずつふえてるということですけど、結局、いわゆる中心部に限られているという

ふうに思って、さっき紹介しましたように、山間部の方々にとってはなかなか思うように動けな

いという困った状況になっていると思います。９０カ所ものバス停を結んでいたふれあいバスは

２９人乗りのバス４台で、内住や桑曲、米ノ山峠も登り、全ての自治会、集落を回っていました。

この当時、年間の利用者数は何人でしたか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 
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○経済部長（田中 淳） 

 筑穂町でございますが、トータルいたしまして、年間４万２２２９人でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 年間に４万２千人からの方が利用されていたということです。今、たしか、コミュニティバス

は全体で３万２千人になるかなというようなことを承っております。多くの皆さんの暮らしを守

って駆けめぐっていたんです。経費は幾らかかっていたんでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 当時の筑穂町の経費でございますが、年間１２３９万１３１１円でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 ２点目は、庄内地域についてお尋ねします。現在、庄内には、コミュニティバスのバス停、保

健福祉センター１カ所だけですが、合併当時走っていたふれあいバスは、２９人乗りのバス２台

で、４０カ所をめぐっていました。年間の利用者は何人でしたか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 旧庄内町での年間の利用者数は、６３３４人でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 経費というのは、年間幾らでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 経費は１０２１万１千円でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 では、３点目に移ります。頴田地域です。頴田高齢者福祉センターにバスが停まるようになっ

たと、皆さん大変喜ばれています。以前は、頴田病院と頴田支所の２カ所だけだったバス停が、

今年度、平成２９年から福祉センターと石丸団地の２カ所がふえています。これは、皆さんの要

望に応えたもので、少しずつ改善されていっています。ところで、頴田地域では４０年以上前か

らあすか号という福祉バスが走っていました。２６人乗りのバス２台で４コースをめぐっていま

した。年間の利用者は何人でしたか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 旧頴田町でございますが、２万１７５６人でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 
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○８番（宮嶋つや子） 

 ４０年前ですから、人口はもっと今よりもたくさん、人口が多くて、もっとたくさん利用があ

ったんではないでしょうかね。あすか号は現業の職員、いわゆる町役場の職員の方が運転してい

たものを、その方が退職された後は、シルバー人材センターに委託しています。その当時、委託

料、幾らでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 旧頴田町で６１６万円でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 このあすか号というのはもともとスクールバスだったんですけれども、現在スクールバスとし

て、朝だけ運行しています。市のバスがあるのに、結局、朝だけの運行でとまっているわけです

よね。 

４点目は、穂波地域についてです。穂波ではふれあいバス、福祉バス、これにもう一つふれあ

いタクシーというのがあって、３種類走っていました。この町の東西を結ぶふれあいバスの年間

利用者は何人で、経費は幾らですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 旧穂波町のふれあいバスと福祉バスを合わせまして年間３万３７６９人でございます。経費と

いたしましては、１３４６万２６８０円でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 ふれあいバスという、いわゆる穂波の場合は川とバイパスを挟んで町の東西の交通網がなくっ

て、東西が行き来できるようにということでつくられたふれあいバスと、もう一つ、穂波の福祉

センターに行くための福祉バスというのがあって、その合計を言っていただいたところです。

３万３７６９人ということですね。これにもう一つご紹介しますけども、ふれあいタクシーとい

うのがあって、これは高田線というか、大分駅に、飯塚から大分駅まで行く路線があったんです

が、それが廃止されたということで、１０人乗りのワゴン車が、その当時大分は筑穂町でしたの

で、大分駅に乗り入れるわけにはいかないということで、穂波役場から天道駅まで、同じように

高田経由でいくというものがもう一つあったということをご紹介しときたいと思います。 

このように、それぞれの地域で住民の皆さんの声に応えて、工夫して福祉バスが運行されてい

ました。年間の利用者は、合わせて１０万人を超えています。経費は合わせて、幾らになります

か。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 経費は、旧４町合計で４２２２万４９９１円でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 旧４町、ふれあいバス、全町を本当に細かく、路線図を見ますと、細かく回っています。これ
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で合わせて年間４２２０万円です。平成２９年度の予算では、コミュニティバスの運行の委託料

は３２０８万円ですから、ふれあいバスはこれまでコストがかかり過ぎる、だから切り捨てられ

てきました。しかし、このコミバスとの差は１０１４万円です。このことは間違いありませんか。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 そのとおりでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 やっぱり細かく回る福祉バス、皆さんが望んでおられるわけです。漠然とコストがかかるかか

ると言われたんですけど、このように見てくると、工夫次第ではどうにでもなるのではないかな

というふうに思っています。お隣の桂川町には、合併しなかった桂川町には福祉バスが走ってい

ます。そして、お買い物バスというのも運行されています。最近、住民の要望に応えて、済生会

病院まで、これは、飯塚市になりますけども、済生会病院まで乗り入れられないかという要望が

住民の皆さんから寄せられまして、議会で取り上げて、福祉バスを済生会病院まで乗り入れるこ

とができるようになっています。飯塚市も工夫をいろいろされてますけど、桂川町でもこういう

福祉バス、工夫をされてやってあります。 

先日、市長もおっしゃいましたけども、私も内住にお住まいの方、この方にお会いしてお話を

お聞きしましたら、福祉バスをもとに戻してほしい。病気の奥さんを車で病院に連れて行ってい

るけれども、自分がいつまで運転できるのかわからないと心配されています。ほんとに、その周

りにも多くの皆さんが病院に行けない、買い物に行けない、こういう方、たくさんおられます。

１０年前、合併当時、年間１０万人を超える人が利用していたふれあいバスです。この１０年間、

１０年たって、その当時はふれあいバスのお世話にならないでも、元気で歩いてどこにでも行け

た。車を運転して出かけられたという方も、今は出かけられないでおうちに引きこもっていらっ

しゃるかもしれません。多くの方がふれあいバスの復活を望んでいます。先ほども冒頭で紹介し

ましたけれども、片峯市長は、山間部の高齢者の方々を訪ねたときに、病院になかなか行けない、

買い物に行きたいが行けなくて困っているという声を聞いて、こういう方々のためにお役に立た

なければならない、何ができるか、具体策を考える。こういうふうに答弁されていましたけれど

も、片峯市長、ふれあいバスの復活の具体化を今すぐ始めませんか。飯塚市は６年連続の黒字で

す。１千万、２千万円の予算は、経常経費の中でも工夫すればできますし、また、先日もご紹介

があっておりましたけれども、基金もきちっとあります。こういうものを使って、ぜひ多くの住

民の皆さんが望んでおられる施策を、ふれあいバスの復活をお願いしたいと思います。片峯市長、

今が決断されるときです。答弁を求めます。 

○副議長（松延隆俊） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 現在のコミュニティバスを運行する以前に、実は実証実験を行っております。実証実験ではか

なり細かいルートでバスを走らせておりましたが、利用者の方のご意見といたしましては、目的

地に行くまで時間がかかり過ぎるとか、バス停が遠くて利用しにくいなどの多くのご意見をいた

だきました。その対応策といたしまして、現在のコミュニティバスと予約乗合タクシーの併用運

用を始めたという経緯がございます。予約乗合タクシーの利用者は、平成２７年度で４万

２７９１人でございました。コミュニティバスの利用者を合わせますと６万３６５４人となりま

す。利用者は年々増加しております。合併前の利用者数には達してはおりませんけれども、利便

性を高めていくことで、今後、ますます利用者の増加を図っていきたいと考えておりますので、
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ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 片峯市長のこういう思いがあったから、片峯市長に質問したんですよね。ぜひ、答弁を求めた

いと思いますが、今部長が答弁されたことに対してですが、バス停が遠いだとか、いろんな問題

点があって、こういうふうにコミュニティバスと予約乗合タクシーに変更されたっておっしゃい

ますけれども、やっぱりそれでも福祉バス、もとに戻してほしいという声が大きいんですよね。

だから、ここもそれぞれ工夫しながら、福祉バスを一遍もとに戻してみるということを考えない

と、１年間に１０万人を超える人が利用していたものがなくなって、それが利用できないで出か

けられない人がいる、大変困ってる人がいるということをぜひ考えていただきたいというふうに

思います。ぜひ、市長に、市長の、きのうでしたかね、熱い思いを聞いて、私も当初の原稿から

随分つくり変えたというか、市長の気持ちに沿った質問にしたつもりなんですが、答弁をお願い

します。 

○副議長（松延隆俊） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 宮嶋議員、ありがとうございます。思いは私も同じです。ただ、今までの経緯を見たときに、

コミュニティバスで合併当初は中心に集まってきていただいて、そこで、コンパクトなまちをつ

くるので、そのほうが皆さんにとって便利ではないかという発想で進んでいましたが、決してそ

うではないという現状に担当部局気づいて、乗合タクシーとの複合化を始めて、今、現在、その

ような形で行っています。今、宮嶋議員さんは合併前のふれあいバスのほうがよかったという声

が旧４町では極めて多いとおっしゃっています。それも私事実だと思います。ただ、合併前、

１１年前の状況と、今の、実は、旧４町での人口分布の状況とはまた変わっておることも現実で

ございますので、平成２９年度が今の交通網でいいのかどうかをちょうど見直す年になっており

ます。宮嶋議員さんの、そして私の思いも組み入れながら、本当に周辺地域の方々、特に高齢な

方々にとってどのような交通体系を引くのがいいのか、まちの実態、そして、まちづくり協議会

等々の皆さんの率直な声も受けながら、この見直しの年、しっかり取り組んでいきたいと思って

おりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 コンパクトなまちづくりとよく言われます。高齢者の方は中心部に集まってきて、今、中心市

街地活性化とかいうことで、マンションとかいろいろできていて、中心部のほうが病院にも近く

て買い物も便利がよくていいんだよということだと思うんですけども、やっぱり長い間、その地

域に生まれて、育って、生活をしてこられた方が、その地を離れて街なかに住むというようなふ

うには、そう、なかなか簡単にはならないというところがあります。ぜひ、いろんなところで、

まちづくり協議会だとか、公共交通の協議会とかあって、そういうところで決まっていくんでし

ょうけども、そこそこで暮らしてある住民の皆さんの意向をしっかり酌み取って、ぜひ早急にふ

れあいバス、福祉バス復活をしていただくように、お願いをします。気持ちは一緒だというふう

におっしゃってましたので、ぜひ、その辺の住民の皆さんの気持ちを酌み取ったふうにして、今

の形をそのままではなくて、変えるところは変えていくと言うことで、ぜひ検討していただきた

いということを申し上げて、この分については終わります。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 
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○８番（宮嶋つや子） 

 第２は、穂波東小学校の楽市方面からの通学路の安全確保についてです。初めて、穂波東小学

校という言葉を耳にするわけですけれども、１点目は前回、質問いたしましたけれども、旧国道

２００号線についてです。昨年の９月の質問のときには、教育委員会として交通量の調査はして

いないとの答弁でしたが、その後、調査をされたのかどうか、お尋ねします。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 昨年９月、議会でご質問をお受けした以降の取り組みといたしましては、まず一点、旧国道

２００号線の交通量について、これにつきましては、継続的な調査とはなっておりませんけれど

も、午前７時３０分から８時３０分までの交通量を調査をいたしております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 前回の質問のときには、平成２２年の調査の、国土交通省かどこかが調査された数字を答弁さ

れたんですが、その数字と今回、調査されて、数字がどんなふうに変わっておりますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 平成２２年度の数値ということをご報告させていただきました。これについてですね、私ども

の見解といたしまして、９月議会、調査をしていないと申し上げた理由について、もう少し、ご

丁寧に説明をすべきだったかなと思っておりますが、まず、一点ございますのは、私どもが、当

初、これは平成２３年度に作成した資料でございますが、２９年４月開校時に旧楽市小学校区か

ら新たな穂波東小学校のほうへ通学をする生徒数等がどのような数値になるかということを予測

いたしました。これについては、見込み数が３５７名というふうな予測値が出ておりますけれど

も、２９年度４月、間もなくスタートを切りますが、その数値が３５２人ということで、予測値

と変わっていないと、ほぼ同数であるというような認識が一つございました。それからもう一点

につきましては、交通量調査も２２年度ということでございますけれども、これは、いろいろな

皆様方のご協力をいただきまして、まずは旧２００号線の通行につきましては、午前９時までの

間、大型車両の通行を禁止するというようなことが平成２５年度だったと思います、からスター

トを切りまして、私どもも２３年から状況については観察をしておりますが、やはり朝の交通量

というのは、かなり減ってきたというふうな認識を持っております。現在、そのようなことでご

ざいまして、交通量調査について、私どもも先ほど申し上げましたように、調査した結果では、

１時間の計測で５００台を超えるというような数値にはなってきておりますが、従前よりは改善

をされているというような状況を把握してのことでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 前回、答弁されたときは、平成２２年で４７６台、１時間に４７６台で、大型車の通行が禁止

されているので、大体１割ぐらいが大型車なので、この数字から１割を引いた数、これが通行量

だというふうに聞いたつもりですけど、違いますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 あくまでも、私どもの調査の数値ではなくて、国のほうが調査した数値で申し上げましたので、
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だからその数値が正しいものかどうかと言うこともございますが、先ほど申し上げましたように、

私どもがその現状ですね、何日も、そういうふうな通行規制がかかってからの状況というのは今

申し上げたように、実測をしておりませんが、状況というのは把握をしてきております。その中

で減少を感じておりますので、９月についてもそのような答弁をさせていただきました。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 だからこの間答弁された数字からいくと、今５００台って言われました。私も、数えた時は

５００台ちょっと超えるぐらいの台数を何とか数えております。だからそういう意味では１時間

にこの４７６台から１割を引いた数、４２０ぐらいになるんですけど、１時間に８０台、車の量

がふえたということは、交通量が減ってるっていう認識にならないんじゃないかなと思いますけ

ど、違いますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 先ほど申し上げましたように、交通量については減少しているというふうに認識しております

し、また、平成２２年度の数値でご紹介いたしました数値が正しいものであったかどうか、これ

は定かではございませんけれども、１時間に８０台ふえているじゃないかというようなご指摘で

ございますが、規制がかかる前についてはそれ以上の車両が通行していたのではないかというふ

うに推測をいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 公の機関がきちっと調べられた数字ですから、定かではないとおっしゃる意味がよくわかりま

せんけれども、間違いなく１時間に５００台くらいの車が行き交ってるわけです。今まで、そう

いうところを、通学路でなかったところが通学路になって、子どもたち渡るわけですから、大変

危険な状態にあるということを、ぜひ、そういうことは思って指導はされるんでしょうけども、

ぜひその辺を確認しときたいと思います。 

次に、楽市小学校前に信号機の設置を要望しているという、その当時のお答えでしたが、その

後の経過をお尋ねします。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 楽市小学校前の信号機の設置の件でございますけれども、これについては、警察署のほうとも

協議をさせていただいております。と申しますのが、ここの分については、平成２４年１１月に

なりますけれども、市長宛てに楽市自治会内の信号機の設置についてということで自治会長並び

に小学校のＰＴＡ会長の連盟で要望書が出された経緯もございまして、そのときから、私どもも

取り組んできたいきさつというのはございますけれども、ここに信号機を仮に設置するとするな

らば、この区間、ここだけじゃなくてですね、この２００号線のこの地点の前後についている信

号機との兼ね合いということを考えなければならないというのが警察のほうの見解でございまし

て、現在の状況からすると、信号機を増設することは難しいようでございます。したがいまして、

ここに設置をするとするならば、他の信号機を廃止して、ここに持ってくるとかいうような調整

がでてくるようでございまして、この問題につきましては、ご要望があることは承知はしており

ますが、実際の通学はどのような形になるのかということと、先ほどもやり取りがございました

交通量との兼ね合いから、今後、検討していきたいというような回答をいただいておる状況でご
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ざいます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 なかなか信号機を要望しても、時間がかかるというのはわかりますけど、ぜひ子どもたちの安

全のためには、頑張っていただきたいと思います。で、この信号機がないこの交差点はやっぱり、

通学路になってるんで、ここは子どもたちは渡るんですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 この点についても、９月のときにご説明していたかと思いますが、その後、見直しを学校側と

ＰＴＡのほうとも含めまして検討した結果、ここはもう使わないようにしようということで、別

のルートから学校のほうへ渡るように通学路の変更を行っております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 前回、たしか４カ所、国道を渡るという通学路だったと思うんですが、新しく３カ所にしたの

か、新しくもう１カ所通学路にされたのか、お尋ねします。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 ご指摘の通学路について廃止をいたしました。そのかわりといたしまして、飯塚信用金庫の穂

波支店だと思いますが、セブンイレブンとかある交差点ございますけども、ここからＪＲの踏み

切りを渡って通学をすると言うルートに変更しております。したがいまして、通学で４カ所とい

うふうに言われましたけども、その数を減らしたわけではございません。場所の変更でございま

す。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 当初、その交差点は車の交通量が多いので、できれば避けたいというふうなことでしたけれど

も、信号機のない交差点ではなくて、信号機のある交差点を通学路に、通学路の変更が行われた

ということですね。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 そのとおりでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

２点目はＪＲ福北ゆたか線の踏み切りについてです。今の話で言いますと、１個目の踏み切り

は、いわゆる穂波支所の前の踏み切り、郵便局のところの踏み切りで、確かに歩道がついてるん

ですよね。今、言われた信用金庫のところ、セブンイレブンの横を渡っていく信号機渡って、踏

み切り渡れば、その踏み切りにも横断歩道がついてます。その次の、今、信号機を設置うんぬん

と言っていたところは横断歩道がないところでしたから、今回はその踏み切りは渡らないと言う

ことですね。 
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○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 そのとおりです。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 それで踏み切りは３つですね。もう１つの踏み切りについては歩道がないというふうになって

おって、大変危険なので、歩道のない踏み切りは、歩道を確保するようにということで、前回お

願いをしていましたが、そのときに、その道路管理者である市とＪＲ、こういうところと協議を

していきたいというふうに言われたと思うんですが、その後、協議が行われたのかどうか、お尋

ねします。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 この分についてはですね、９月のご質問にお答えしたとおりでございまして、通学の状況を把

握した上で、道路管理者並びにＪＲも含めて、お願いをしていきたいというふうにご答弁を申し

上げております。現状のところは、したがいまして、状況把握をまずはさせていただきたいと思

っております。この踏み切りにつきましては、交通量が少ないというふうな認識も持っておりま

すので、確かに歩道を設置するということは、安全策向上につながりますので、否定するもので

はありませんけれども、そのような判断で、現在、通学路として指定をさせていただいていると

ころでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 結局、学校が始まってみないと子どもたちがどのくらい通るのかわからないということなんで

しょうか。どこを通って子どもたちが行くのかっていう調査とか、そういうものは事前に行われ

ないんですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 事前に行われないのかということにつきましては、これは先ほどからもご答弁をいたしており

ますように、十分、学校側、それからＰＴＡ代表のほうともお話をさせていただいております。

そういう中で通学路についても決定をし、また見直しを行ってきておりますので、ご理解のほど

をお願いしたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 だから、何人ぐらい、どの子がどの踏み切りを渡るのかというようなことは調査されていない

ということなんですね。堀池のほうから来る子たちが遠いので、子どもたちに聞いてみると、自

分たちではどこを通っていくのかよくわからないと、今度子ども会の分団、なんて言うんですか

ね、その固まりの中でどこを通るのかとかいうような話がされるらしいということは、それとな

く伺ったんですけど、子どもたちの話なので、ちょっとわからなかったんですが、そういう地域

地域でまとまってある程度、子どもたちは、当面、登校すると思うんですが、その辺での数字の

掌握とかいうのはできていないんですか。 
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○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 一応、これもシミュレーションでございますが、恐らくこういうふうに通るんではないかとい

うことで、いわゆる、今の踏み切りがある場所ですけども、その数というのは、想定としては把

握をいたしております。それから、もう一点は、非常に先ほどから歩道のない踏み切りについて

ご心配なんですが、私ども先ほどから言いますように、交通量での把握が一つございますし、現

在、楽市小学校の生徒がこの踏み切りを横断して、実は、楽市小学校に通ってる通学路でござい

ます。過去の事例を見ましても、ここで事故が発生したという事例もございませんので、それで

いいというわけではございません。先ほどから申し上げておるように、状況を把握して、道路管

理者並びにＪＲに働きかけをいたしたいと思っておりますが、状況を見てから動きたいというこ

とでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 事故がなければいいかという話です。結局４月からになると、子どもの数がふえるんじゃない

かなっていうふうには思うんですけど、ぜひその辺、きちっと早く把握してもらいたいと思いま

す。いよいよ来月から毎朝毎夕４００人近い子どもたちが旧国道２００号線を渡って、踏み切り

を渡って。通学しなければならないということです。子どもたちを危険にさらすことになります。

この間ですね、子どもたちの安全確保のために誘導員、ボランティアの方たちとかいうのは確か

にいらっしゃるんでしょうけども、やっぱり市として、教育委員会として責任を持って誘導員を

配置すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 誘導員の配置をということでございますけれども、これは誘導員を配置するということになり

ますと、この校区だけの問題では恐らく収まらない問題であると考えております。そういうこと

では、今この場で置くとか置かないとかいうようなご回答はちょっと申し上げにくいのですけれ

ども、ただし、この穂波東小学校につきましては、現在も工事が行われておりますので、学校周

辺につきましては、安全確保のために誘導員を配置をして、児童生徒が安全に通学できるように

という配慮はさせていただいておりますが、通学路全て危険と思われる箇所について、置くべき

かどうかということにつきましては、現状では先ほどから申し上げておりますように、自治会あ

るいはＰＴＡにも開校準備協議会という組織を立ち上げて、この中で先ほどからご紹介しており

ます通学路についても検討をさせていただいておりますし、子どもを安全安心に通学させるため

の取り組みを行っております。現在でも自治会のほうのご協力をいただいて、特に２００号の横

断する場所とか、あるいはＪＲの旧山田線ということになるんでしょうか、現在の平恒校区のと

ころの横断歩道あたりにも、自治会の皆様方のご協力をいただいて、安全誘導を行っている現状

もございますので、そういうふうな地域の皆さんとの連携で、当面は対応をとってまいりたいと

考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 今回は穂波東小学校について、限定して質問しておりますので、そこだけというわけにはいか

ないというお話ですけれども、そういう意味では全小学校全て、やっぱり本当に通学路の安全確

保のためにどうなのかっていうのを、やっぱりやっていただいて、必要なところには、ここはし
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てこっちはしないといけないとかいうことでなくて、本当に必要なところには配置するという方

向で検討していただきたいと思います。先ほどからボランティアだとか、ＰＴＡだとかっていう

話がありますけど、もし事故が起こったときに、その方たちに責任をうんぬんって話にはならな

いと思うんですよね。そこで、自分の目の前で事故に、子どもをあわせたりしたら、責任を感じ

られるだろうというふうに思います。だから、本当に危険なところには誘導員を、穂波東だけで

はなくて、配置すべきではないかということで、ぜひ検討していただきたいということを申し述

べて、この分については終わります。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 第３は児童クラブの大規模化と安全対策についてです。小中一貫校が推し進められる中、児童

クラブも大規模になっています。１点目は、穂波東小学校児童クラブの大規模化の状況について

お尋ねします。４月からの学年ごとの児童数は何人ですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 教育部長。 

○教育部長（瓜生 守） 

 学年ごとの児童数ということでございます。これ小学生だけでよろしゅうございますか。中学

も含めて。児童クラブですか。小学校中学校の生徒数というふうに、私お聞きしたもんですから、

立ちましたけれども。そうですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 大変申しわけありません。手元に資料がないのでわかりません。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 私、２月２４日時点の数字しか、私も持ち合わせていません。本来、締め切りは１月１６日で

したかね、児童クラブの締め切りがですね。そして、２月には人数が確定すると言われながら、

お聞きすると、まだ人数がわかりませんっていう、そこら辺がどういうことなのかなというふう

に思います。２月２４日時点の数字は、これも、楽市と平恒が合流したところで、今２月の時点

で、穂波東というくくりがあるのはどうかなと思いますけども、１年生が５１人、２年生が

５４人、３年生が４１人、４年生が３７人、５年生が１０人、６年生が８人ということで、合計

で２０１人というふうになっています。平恒小と楽市小の子どもたちが一緒になって、この数字

になるわけですけども、平恒の子が何人なのか、楽市の子が何人なのかっていうのもお聞きした

いんですが、いかがですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 ただいま把握しておりますのは、旧平恒児童クラブは９５人、そして、楽市児童クラブについ

ては８０人ということで把握をいたしております。ただし、本庁等の受け付けもございまして、

３月１０日時点で、全体で２０４人ということで、先ほどの２０１人から３人ふえておりますが、

ただいまそういう状況でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ８番 宮嶋つや子議員にお知らせいたします。発言時間が３分を切っておりますので、よろし

くお願いします。８番 宮嶋つや子議員。 
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○８番（宮嶋つや子） 

 マンモス化して、２０４人ということですけれども、小さな小学校よりも大きい数になるとい

うようなところもあるんじゃないかなと思います。その子たちその子たちを把握するためには、

当面、学校が一緒になるわけですから、楽市も平恒もないよ、穂波東小学校だよっていうふうに、

捉える方もあるかもしれませんけど、移行期間として、平恒の子なのか、楽市の子なのか、その

辺はきちっと把握をされていたほうがいいと思います。所管は４月から教育委員会に変わるそう

ですので、ぜひその辺、当面、子どもたちがどこから来ているのかと言うようなことはやはりき

ちっと学年ごと、校区ごとというか、旧校区ごとの把握はお願いしたいというふうに思います。 

 クラス編成は誰がどのようにして決めるのか。それと、指導員の配置がもう決まってるのかど

うか、お知らせください。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 クラス編成につきましては、体制といたしましては、１年生から６年生までを混合いたしまし

て、割り振りを予定いたしております。指導員につきましては、おおむね４０人の児童に２名以

上の支援員を配置をするように、現在、進めております。支援員の数は現在のところ、１０名の

配置を予定しておりますが、今後もさらに安全安心ときめ細かな対応、さらには配慮等必要な児

童の対応も考えまして、さらに、１、２名の増員も検討していかなければならないというふうに

考えておるところです。 

○副議長（松延隆俊） 

 まもなく発言時間が終了いたしますので、最後の質問としてまとめていただくようにお願いを

いたします。８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 今、お聞きしたことに答えていらっしゃらない部分が。誰が決めるのかですね、クラス編成を。

そして４０人を１クラスとして、おおむね１クラスとして、２人配置するということになれば、

２００人で１０人の指導員がいるわけですよね。すでにここで足りてないんではないかなという

ふうに思います。この支援員の配置、指導員の配置ですね、保育士と同様に、この指導員とか、

配慮がいる子のための支援員の配置と言われましたけども、今、保育所で待機児の問題が問題に

なっていますが、その辺の問題、人員、指導員の確保ですね、そういうところが問題がないのか

どうか、とちょっと質問していいですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 発言時間が終わっておりますので、手短にまとめてください。最後の問題ではなくて、時間が

もう終わっておりますので。 

○８番（宮嶋つや子） 

 今、そのことをお聞きしたいことと、教室も１階と２階に分かれていて、指導員の数が少ない

と目が届かないのではないか、事故が起きるのではないかというふうに思います。特に、学校工

事中で児童クラブの周りが工事現場にくるっと囲まれているという状況になっておりますので、

その辺の子どもたちの安全確保をぜひお願いしたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 支援員の数につきましては、不足の部分につきましては、当然ながら、４０人に２名以上の支

援員の配置ということで考えておりますので、それを充足するように対応してまいりたいという

ふうに考えております。 

それから、子どもたちの安全対策ということでございますが、遊戯室で遊ぶ際には、死角にな
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らないように支援員の配置を考え、対応しております。また、毎年、消防署より講師を招へいい

たしまして、救命講習、ＡＥＤ講習等を行っております。けが等がありました場合は、疾病・け

が等対応マニュアル、さらに、火災、不審者等がありました場合については、通報マニュアル等

により対応するよう、月１回の訓練を実施いたしております。 

○副議長（松延隆俊） 

 発言時間は終了しておりますので、ご了承願います。 

暫時休憩いたします。  

 

午前１１時５１分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（鯉川信二） 

本会議を再開いたします。７番 川上直喜議員に発言を許します。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

日本共産党の川上直喜です。通告に従い一般質問を行います。 

第１は、市民の信頼回復への取り組みについてです。平日昼間の業者らとのかけマージャン事

件が発覚した前市長と前副市長が市民の厳しい批判を浴びて辞職し、新しい市長ができました。 

かつて、学校教育課長であり、前教育長であった片峯誠市長は、市長選挙立候補にあたりみず

から前市長、前副市長とかけマージャンをしたことがあると明らかにし、立候補する資格がある

か悩んだとまで述べながら、前齊藤市政を継承するとの立場を打ち出しました。 

市民が信頼できるクリーンな市政を求める多くの市民が、新しい市長で市政は変わるのか、片

峯市長がどういう舵取りができるのか、真剣なまなざしを向けるのは当然です。 

私は、片峯市長が市議会議員に先駆けて、資産公開制度を市長、副市長、教育長、上下水道事

業管理者、４月からは企業管理者に、これまでより厳しい内容をもって復活強化させるよう強く

求めるとともに、市政を揺るがした次の３つの事件の究明について、市長の見解をお尋ねするも

のです。 

まず１点目は、赤坂地区調整池建設をめぐる事件についてです。これは、隣接する嘉麻市鴨生

地区の浸水対策のために庄内赤坂地区に調整池をつくるとして、現職市議会議員に移転補償費を

支払って購入した予定地から、すでに土地取得費用を含めて２億円をかけて工事を始めた途端に、

撤去すれば７億円から８億円かかるという膨大な産業廃棄物が埋まっていることが明らかになり、

工事そのものをやめた事件であります。市民の損害は重大です。 

昨年１０月３１日の決算特別委員会の総括質疑で私が、前副市長が「悪意はなかったのだから

調査はしない」と開き直り、幹部職員が市民の損害に無頓着で真剣な自己検討をしない態度を続

ける以上、市長みずからが調査を指揮するべきではないかとただしたのに対して、前市長が「手

続の不手際、また処理のやり方、中身等に関してのものは精査ができていないところも多々あ

る」と認めた上で、「それぞれにおける職員及び我々の責務はというような質問が上がってい

る」、「一番最後に誰かがということであれば、一番私がとるべきことだと思うわけで、私が全

ての責任において、このとおりに対して、おわびを市民に申し上げ、退職をすることをここに宣

言いたします」と答弁されました。 

究明すべきポイントは、この土地に調整池をつくるとした判断、不適当な土地であれば契約解

除する項目を入れなかった判断、土壌汚染対策法に違反して福岡県との事前協議をしないとした

判断、それぞれ経過と責任者は誰か、政治家の関与はなかったのか、５点であります。 

片峯市長は前市政を継承すると宣言しており、前市長が明らかにしないまま辞職したこの事件

の究明を行い、結果を市民に公表し、責任を明らかにすることを強く求めるものであります。市
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長の答弁を求めます。 

○議長（鯉川信二） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

まず、この赤坂地区調整池新設事業の経過につきまして、新市長であられます片峯市長が就任

されて、改めてご説明をしたところでございます。 

片峯市長におかれましては、事業経過については認識されておりまして、今後の対策をしっか

り行うこと、また今後はこのようなことのないよう、しっかり対策を行うよう申し受けておりま

す。 

ご指摘の、この土地に調整池をつくるとした判断でございますが、本事業につきましては、合

併以前から旧稲築町の鴨生地区において浸水被害が起きていましたことに対し、旧庄内町と旧稲

築町との間の懸案事項であったと聞いております。その当時は、行政間をまたぐ事業になるので、

事業の実施は、当時２市８町の合併も検討されていましたことから、合併後に１つの行政体とな

ったときに実施する方向性が検討されておりました。しかしながら、合併が旧飯塚市、旧穂波町、

旧庄内町、旧頴田町、旧筑穂町の１市４町での飯塚市と、旧山田市、旧嘉穂町、旧稲築町の１市

３町での嘉麻市となったことと、その後の豪雨による浸水被害もあったことから、嘉麻市長から

飯塚市長へ要望書が提出され、事業化に至ったものでございます。 

事業の計画におきましては、合併以前からこの地に調整池を新設してはという案があり、平成

２４年度の実施設計委託において、浸水の原因及び流域の現地調査を行った結果、この地で調整

池を新設することで効果が出ると判断しましたので、実施に至ったものでございます。 

次に、不適当な土地であれば契約解除する項目を入れなかった判断でございますが、飯塚市に

おきましては、市の統一様式を採用しておりますが、様式を作成するにあたりまして、国及び県

の様式を参考にしております。質問議員が言われますとおり、瑕疵担保に関する条項は入れてご

ざいません。しかしながら、今回の事を踏まえまして、現在、様式の見直しにつきましては関係

各課と協議を行っているところでございます。 

続きまして、土壌汚染対策法に違反して福岡県との事前協議をしないと判断した件でございま

すが、３千平方メートルを超える土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染対策法に基づく届け出

が必要となっており、今回はその届け出を行っておりませんでした。それにつきましては、単に

私どもの認識不足であり、今後、このようなことがないよう、法令を遵守し、事務に努めてまい

りたいというふうに考えております。 

続きまして、それぞれ経過と責任者は誰かという件でございますが、この土地に関する事前の

情報としては、過去に産業廃棄物が捨てられたという情報がなかったため、現地の地形などを考

慮し、平面計画に基づき事業用地を選定いたしました。そのようなことから、今回は、通常の事

業用地を取得する際の手法と同様の手順で行ったものでありますが、もっと詳細な事前調査を行

っていれば事前にわかっていた部分であるかと思っております。 

今後は、今回のことを教訓として、国県の手法などを調査するとともに、用地選定において過

去の地歴を調査し、必要に応じては詳細な土質調査も実施していくことも必要ではないかと思っ

ております。 

続きまして、政治家の関与でございますが、そのようなことはあっておりません。 

最後に、責任を明らかにすることを求めるということでありますが、合併前から懸案事項であ

りましたこの浸水対策につきましては、嘉麻市鴨生地区で浸水被害を受けておられます方々から

は、一日も早くこの事業を再開してほしいと言われております。飯塚市と嘉麻市ともに安全安心

のまちづくりには、この浸水対策事業の実施は必要だというふうに考えております。今後も嘉麻

市と協力しながら、国県への働きかけを行い、産業廃棄物を処分するための補助金の模索や事業

再開までの間の対策も嘉麻市と協議を行っていかなくてはならないというふうに考えております。
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また、現状を踏まえた上で設計内容を見直すなど、少しでも事業費を抑えた計画を行うことも検

討してまいりたいと考えております。 

嘉麻市との協力体制につきましては、昨年の９月１日に福岡県主催で開催されました土壌汚染

対策に関する研修に飯塚市と嘉麻市の職員も参加するなど、知識の向上に努めており、早期事業

再開に向け、嘉麻市と協力し、一日も早く事業を完了させることで信頼回復に努めてまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 今、国会で森友学園問題、国有地の不当格安売却のことが追及されています。８億円でありま

す。今回、赤坂調整池建設をめぐる事件で、飯塚市民はどれほどの損害を与えられたかというと、

表に出ているお金で２億円です。何ら成果がないわけですから。そして、撤去すれば７億円から

８億円かかる産廃の埋まった土地を手にしてしまったわけですから。貸借対照でいえば１０億の

負債を、被害を、飯塚市民はあなた方の失敗によって押しつけられてるわけですよ。実は１０月

３１日の段階で齊藤前市長はこのことをよく承知していた。だから、全市民におわびするととも

に、この責任を取るために自分は退職すると宣言したわけです。片峯市長はそこに座って、答弁

立とうとしていない。答弁するんですか、しないんですか。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 ただいま担当部長も申しましたとおり、この場所に調整池をつくることが鴨生地区の浸水対策

上、最適であるというように私も考えております。その中で、土地購入前に十分な調査ができて

いなかったこと。標準的な土地売買契約書を使用したことにより瑕疵担保条項がなかったこと。

それらのことについては、今後土地を購入する上で改善していく課題であるというように認識を

しており、ご指摘のとおりだと思っております。また、土地汚染対策法に基づく届け出をしてい

なかったことにつきましては、職員の認識不足であり、今後このようなことのないように十分指

導してまいります。 

ただし、赤坂調整池のこの事業につきましては、飯塚市と嘉麻市がともに安心安全なまちづく

りに必要な事業であり、そして、これからも必要なものだと認識をしております。そのためにこ

の土地を利用して、浸水対策としてどのような事業展開ができるのか。補助金も含め、経費を節

減して、飯塚市と嘉麻市双方の職員の知恵を出し合いながら、完成に至ることこそが市政の信頼

回復につながるものだというように私は考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 今の市長の答弁を聞いていても、たった２つのあなた方のミスによって、市民はプラスマイナ

ス合わせて１０億円の被害を押しつけられているわけですよ。あなた方が認めた、たった２つで

すよ。このたった２つのためにこういう被害を押しつけられている。この現実にどう向き合うか

ってことでしょう。誰が責任を取るんですかということなんです。齊藤市長はもう退職すると言

った、責任を取って。事情の説明はわかりましたよ。誰がこれに責任を負うのかということを聞

いてるわけです。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私はもうはっきり言いまして、じゃあ責任を取ってやめますというようなことが責任の取り方
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だと思っておりません。私は、この土地を利用して、購入費が２億円かかりました。そして、撤

去するなら７億円から８億円かかるでしょうということ、１０月３１日の決算特別委員会の中で

確かにやりとりがありました。それをむだにしないために、どのような事業展開をすれば、所期

の目的を達成できるのか。それを模索することこそ私の務めであり、それをすることなしには、

この地域の浸水による安心安全なまちとしての確保ができないというように考えておる次第です。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 市長がみずからまず自己検討して、市長の職務ということで自己検討して、例えば減給処分に

なりをして、条例改正をすればいいわけですから。その覚悟があって初めて、失敗した幹部職員

について懲戒基準に基づいて処置をしないでよいのかどうかが検討できるわけですよ。市長は俺

はやめないと。これからのことのほうが大事だと言ってるあいだは、この失敗生み出した原因も、

責任も、闇に葬られてしまう。同様のことがまだあるわけですね。 

第２点目、市有地の不法占拠についてであります。１年にわたる身辺調査を探偵業者にまとめ

させた動画のＤＶＤを提出して、前副市長の平日昼間のマージャン、さらに前市長と前副市長の

かけマージャンの究明を市議会に求めた人物の一人が会長職を務める嘉飯山砂利建設株式会社。

嘉飯山砂利建設、ここは２年前から平恒にある市有地の不法占拠をめぐり、本市が土地明け渡し

裁判を争っている相手であることは市長も御承知のとおりです。本市は明星寺地区における業者

との争いを一括して解決する和解をしましたが、その協議の段階で、業者の要求に従い、和解条

項に入れる予定のない市有地貸し付けを行う市の決意を、議会と市民にかくれて都市建設部が貸

付地を調整したばかりか、和解成立後すぐ業者に成りかわって全ての手続を行い、財務部は直ち

にこれを受け入れました。貸付区域以外の市有地に資材が置かれ、不法占拠状態が広がる中、市

は不法占拠された部分を追加貸し付けする方針を打ち出し、その上、営業行為は認めないと言い

ながら、業者と九州電力飯塚営業所に特別な便宜を計らい、営業行為に不可欠であることが明白

な電源を確保させたのであります。 

この間、我が党の議会内外における調査と追求、市民の批判を浴びて市は契約解除、土地の明

け渡し訴訟に至りました。これらは、我が党の追及によって明らかになった事実であります。こ

の業者に特別の便宜を与え、拡大しようとした責任は、個々の幹部の行動では説明がつきません。

前市長、前副市長など市の最高幹部にあることは明白です。ここには、前市長のもとでこの業者

に長年にわたって言いなりになってきた重大な疑惑があります。今後の展開として、土地明け渡

しを実現したあと、嘉飯山砂利建設そのもの、あるいは第三者を通じて、この土地を売却したり、

別の市有地を提供するなどの密約は絶対に許されません。片峯市長に今求められるのは、市有地

貸し付け、不法占拠、電源確保に至る経過で市のルールが曲げられた経過、責任者を明らかにす

るために、前市長、前副市長を初めとして調査し、その結果を市民に公表することであります。

市長のお考えを伺います。 

○議長（鯉川信二） 

 財務部長。 

○財務部長（髙木宏之） 

本件につきましては、今質問者がおっしゃるように、明星寺訴訟の和解に関連して明星寺から

運び出す資材の一時的な仮置き場といたしまして、平成２７年４月９日付で借受人の嘉飯山砂利

建設株式会社と土地賃貸借契約を締結いたしましたが、借受人が営業行為と判断される砂ふるい

機の稼働や貸付地を新営業所として顧客へ文書を配布するなどの行為を行ったため、同年１２月

８日に契約解除をいたしております。その後も双方代理人弁護士を通じまして協議を行いました

が、嘉飯山砂利建設株式会社は市有地の占用を続けたために、平成２８年４月１２日に市有地の

明け渡しと土地賃料相当の損害金の支払い等を求める訴訟を起こしております。 
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市といたしましては、貸付申請書及び双方が合意して締結いたしました土地賃貸借契約書に仮

設資材置場として使用する目的が明記されているにもかかわらず、借受人が目的外使用を続けた

ことに対して遺憾に思っております。なお、この問題が起きた理由といたしましては、借受人が

この土地貸借契約を独自の都合の良い解釈を続けたことが原因であると考えております。 

先ほど質問者の言われた、業者と九州電力に特別な便宜を図ったというところでございますが、

実質、借受人から資材等の管理、防犯のため、また、仮設建物の空調設備のため、仮設電源装置

の申請があったため認めたもので、特別な便宜を図ったものではございません。 

本件につきましては、貸し付けの理由から、裁判進行につきましては今までも総務委員会の場

でご報告させていただいておりますが、本市としては終始一貫して、相手方に対しまして、契約

条項に反する行為は認めないという考えで対応し、裁判を進めているところでございます。なお、

今後このような不法占拠等の問題が発生しないように、公有財産の管理につきまして、法令等に

基づく適正な事務処理を徹底し、信頼の回復に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 今回の問題が生じた最大の問題は、和解について議会が議決する以前に、市の最高指導部が相

手側と密約を結んだ疑惑があることです。それは、この間の幹部の土地あっせんの調整行為が和

解議決以前に行われていたことを認めておりますので、明らかです。個々の幹部の判断でできる

わけがない。今後、土地明け渡しが実現した後に、それを前提として新たな密約が今話し合われ

ていないか。こう心配するのは当たり前です。今後、一部特定勢力の言いなりを改めて、市長、

副市長、教育長、上下水道事業管理者、４月からは企業管理者など、最高幹部みずからが行政の

当然のルールをゆがめることなく、不当要求や脅し、懐柔に毅然とした態度を貫く決意の表明が

必要です。市長、決意表明してください。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私どもは市民の負託を受け、業務を遂行してまいりますので、今ご指摘のとおり、公平、公正

に、全ては飯塚市の未来と市民のために仕事をしていきたいと思っておる次第でございます。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 市民の信頼を回復するための検討すべき点の３点目、かけマージャン事件についてです。 

昨年１２月２２日、前日の市議会陳情と当日の新聞報道を受ける形で、前市長と前副市長が

１０年にわたり平日昼間、かけマージャンをしていたことを明かして、市議会で謝罪、続いて記

者会見しました。市議会がこの重大な事件について百条調査を決断しない中で、ことし１月

１１日、世論の厳しい批判を浴び、前市長と前副市長が辞意を表明。１月１８日、片峯前教育長

が前市長、副市長とかけマージャンをしていた。立候補できるのか悩んだと認めた上で、教育長

を辞職、市長選挙立候補の記者会見。１月２３日、市政治倫理審査会が前市長と前副市長につい

て社会通念上弁明の余地はないと結論づけ、委員からは市議会に１００条調査を求めるとの意見

表明があり、２月３日、市議会市民文教委員会において、市は今回事件にかかわった業者を斎場

の指定管理者に選定した指定管理選定委員会のメンバー等に事情聴取し、選定は適正だったとの

結論を報告。前市長、前副市長に事情を聞かないままであります。３月９日、上下水道事業管理

者は本会議での私の質問に答えて、市議会への陳情のときに提出されたＤＶＤの動画を見たのか、

そこに映っている関係業者の１人について、浄水業者ではなく空調業者であったと答弁し、前上

下水道事業管理者が現職時代からかけマージャンの場所を提供した可能性があるこの上下水道局
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が、この間に何らかの調査をしたことをうかがわせました。 

市議会はきのう、３月２２日午後開催の議会運営委員会が百条調査を求める請願を不採択とす

るなど、現在まで依然として百条調査を決断しないでいるところであります。 

そこで、これまで市執行部がまともな調査をせず、市議会が百条調査権限の行使を決断しない

中で、新しく市長になった片峯市長には、この際、第三者を責任者に、市民を含めた検証チーム

をつくり、みずからの行為について、いつ、誰と、どういう事情で、この前市長、前副市長、そ

の他とかけマージャンをしたのかを含めて、飯塚市政に渦巻いたかけマージャン事件の全体を徹

底究明し、その結果を市民に公表する決断が求められます。市長の判断を伺います。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 先ほども同僚議員さんからのご質問の中でご答弁申し上げましたが、執行部といたしまして、

政治倫理審査会を開催いたしまして、審査報告という形で答申を受けております。できる限りの

調査をし、この件については終結したという認識をいたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私も午前中に答弁をいたしました。この問題につきましては、かけマージャンを昼間、職員が

働いている時間帯に行っていたという道徳観念の問題、そして、倫理上の問題、そして、それに

よって市政を混乱させたという責任から前市長、前副市長が辞任されました。その問題と、もう

一点は同席していた事業者への便宜や利益供与がなかったのかということが政治倫理の問題とし

て問われることになった問題でございますが、そのことにつきましては、政治倫理審査会、そし

て２月３日に報告しましたとおり、市内部の調査によりまして、前市長、前副市長、そして事業

者、さらにはそのプロポーザルの委員、それぞれの委員への聞き取りの結果、そのようなことが

ないというように判断をいたしましたので、この政治倫理審査会の結果をもって、それを私とし

ても終結と考えております。 

しかしながら、今回の件でこれをどう教訓とし、これからの透明かつ公平公正な市政に生かす

のかということについて、それが私自身の課題であるというように考えておる次第です。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 前市長、前副市長と一緒にかけマージャンをしたという、齊藤前市長に言わせれば旧知の友人

ということなんですけど、この彼は、執行部からどうやったのかということを厳しくか柔らかく

かわからないけど、事情聴取されたわけです。ところが、自分も実は前市長、前副市長と一緒に

かけマージャンをしたと言っている前教育長、現、私の目の前にいる片峯市長ですよ。について

は、誰からも事情聴取を受けていない。どうして自分のことについて語らないのか。ここはね、

市民がみんな見ることのできる場です。ビデオでも記録も残る。自分のことを語ってください。

答弁を求めます。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 私のほうから、確認を含めてお答えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げました

政治倫理審査会の答申の中にございますが、前市長、前副市長への事情聴取の中で、指定管理予

定事業者以外の業者、市の職員、市議会議員は当該マージャン店でのメンバーにいなかったと回

答をしてございます。答申の中に明記をいたしております。この意味からも、このマージャン店
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でのマージャンの関係については、調査の必要がないというふうにも考えておりますし、仮に片

峯市長が前市長、前副市長とマージャンをされたということで不信任につながっているようなご

意見というふうに承りますが、ちょっとまだ前市長、前副市長のかけマージャンと混同されてる

ようなふうに私も受け取っています。ちょっと論理が飛躍しているように受け止めておるところ

でございます。調査の必要性もちょっとまだ理解できないという状況でございます。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 市長がよく検討してるとか言うんだけど、この程度の答弁しかできない幹部が総務部長なんで

すよ。どうしますか。あなたね、退職したら重職で登用しようとしてるようだけど、大丈夫なん

ですか。 

先ほどから取り上げている赤坂地区調整池敷をめぐる事件、平恒の市有地不法占拠事件だけで

はなく、片峯市長自身が教育長時代にかかわった鎮西小中一貫校を初め、学校建築工事における

１００％落札の続発など、住民の目線からは納得のいかない出来事が続発しているんです。これ

らのことがとりわけ合併後４年、前市長２期目の節目となる２０１０年、平成２２年以降、この

時期は明星寺地区で嘉飯山砂利建設の住民無視の産廃処理施設計画に端を発した自体が重大な局

面を迎えたころでもあるわけですけれども、このころに最高幹部たちによるかけマージャンに象

徴されるなれ合いが続いており、このかけマージャンの仲間に今ないと言ったけれども、市の幹

部やそのＯＢ、さらに議員、政治家がかかわっていなかったか、市民が厳しい目で見るのは当た

り前ではないですか。こうした中で、教育長は、現市長は僕はしたと明言しているわけですから、

内容を聞くのが当たり前です。 

片峯市長はかつて学校教育課長であり、教育長になったのは前副市長が当時の現職副市長と入

れかわる形でオートレース、西日本競走会の会長から転身して、副市長に着任したのと同時期で

す。以来ほぼ７年、前市長、前副市長、現上下水道事業管理者と市の最高幹部の役職をともにし

てきたわけです。片峯市長が前市長、前副市長とのかけマージャンをどういう事情で、いつどこ

で、どういうメンバーでしたのか、また市政運営へのかかわりがなかったか、あったのか、これ

らを明らかする責任は片峯市長自身にあります。市長という職務者に対する信頼回復への第一歩

の課題なわけです。 

重ねてお尋ねします。この際、第三者を責任者に、市民を含めた検証チームをつくり、今回事

件の全体像を誠実に徹底究明することを強く求めるものです。市長の答弁、重ねて求めます。 

○議長（鯉川信二） 

 傍聴人に申し上げます。ご静粛にお願いいたします。市長。 

○市長（片峯 誠） 

 まず先ほど総務部長が答えました件は、市の内部でも前市長、それから前副市長に聞き取った

結果からの見解を客観的に述べたものでございますので、これくらいの認識とか、これくらいの

答弁ということは非常に遺憾に思います。それから、私自身のことについては、今真っすぐにお

尋ねいただきましたので、私も真っすぐにお答えしたいと思います。立候補のときに記者会見で、

私もかけマージャンをしていたことをお話をしました。そのときに、記者の皆さんから当然のよ

うに前市長、前副市長とはしたのかということでしたから、しました。いつしたのかということ

でしたので、１年以上前になりますが、今のこの職に就いて、２回か３回だったと思いますと答

えました。学校教育課長時代の２年間はマージャンそのものを全くしておりません。どういうメ

ンバーだったのかと聞かれましたので、私と前市長と前副市長、もう１人は事業者でもなく、川

上議員のおっしゃるいわゆる政治家、つまり各種議員さんでもありませんということで、じゃあ

誰かと尋ねられましたので、一般の方ですので、この場ではお名前等はお出しいたしませんとい

うように回答いたしました。したときも、休みの日、たしか日曜日だったと思います。日曜日の
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午後からということでございますので、どうぞご理解いただきたいと思っております。 

また、第三者を設けてでもということでしたが、前の答弁と重なりますが、これらの点につい

て、政治倫理審査会のほうの回答、そして、中での調査を受けて終了だと考えておりますので、

これらの全ての点に対し、この全てと言いますのは、今また新たに１００％入札の件もおっしゃ

いましたので、その件も加えた中で、今後どうしていくのかということより、何度も同じことを

申しますが、市民の皆さんにとって透明性があり、そして公平、公正な形で市政を進めることが

できるよう、制度の検討、見直しを図ることこそ私の役割であるというふうに考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 私は最初から、第三者を責任者に市民を含めたチームでやるべきものだと言ってるわけです。

それに対して、なぜこれそう言うわけ。当事者の内部調査だけじゃだめだから、第三者を加えた

ものがいるということを最初から言ってるわけですよ。ところが、総務部長とそれから市長も言

われた。前市長、前副市長がこういうから、それをうのみにしましたという、こういう認識を答

弁されたわけです。だから、この程度の認識と言ったわけです。 

そこで、市長は今後に生かしたいと言うんだけれども、それは当然ですよ。でも、事実を正確

につかまないと、正確な教訓は引き出せないでしょう。何となく、今のままでは幕引きですよ。

終結しましたとか、前市長、前副市長に聞いたからと、市民は信用できませんよ。せめて市長部

局でできることは、市長でできることは、みずからのことを明らかにすること、そして第三者を

責任者にした検証チームをつくって、結果を公表することです。 

ところで、これにもかかわるんですけれども、質問の冒頭で指摘をしましたけれども、前市長

の任命による市の政治倫理審査会が２０１５年８月１０日付で提出した意見書で述べているとお

り、この際、市長、副市長、教育長、事業管理者について、市議会議員に先がけて資産公開制度、

同居親族を対象とする廃止前よりも厳しい制度として復活、強化する必要が、市民の信頼回復の

ためには絶対必要です。市長の見解を伺います。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 ２月２３日の読売新聞の報道の中で、現市長におかれまして、資産公開には前向きに取り組む

が、あわせて趣旨や手法を研究し、よりよいあり方を模索したいと発言されております。また就

任後の記者会見でも、具体的な実施時期や方法については明言されておりませんが、他の三役が

決まった段階で、その三役とともに、十分に検討、協議をした上で結論を出したい旨、発言をさ

れているところでございます。執行部といたしましても今その方向で検討をしたいというふうに

考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 この条例は行政職職員が答弁することではないんですよ。市長が答弁することです。そこの自

覚が足りないと思う、まだね。市長が任命した政治倫理審査会が同居親族を対象とするように要

求してるわけね。してるんですよ。市長が任命した政治倫理審査会の意見書の内容なんですよ。

それから調査権限も拡大してくれと。議員は入れないでくれと言ってるわけですよ。この１５年

８月１０日付の意見書の内容の方向でよりよい方向にするというのであれば、やるべきなんです。 

次の質問に移ります。第２は白旗山メガソーラー乱開発についてであります。 

１点目は、住民の生命と財産を守る市長の役割についてです。前市長は生命財産を脅かす乱開

発を許せないと立ち上がった住民の声を示した２０１５年６月の定例会での私の一般質問に対し
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て、こう言ったんです。地元同意がなければ着工しないという一条工務店の当初の約束について

は、「住民の理解が得られていない、またそこに安全性が確保されていないというふうなことで

あれば、当然しっかり申し入れすべきことだと思っております。」また、「私の仕事は住民の命

を守り、また安心安全なまちをつくっていくことが使命でございますので、当然のことと思って

います。」また、「非常に危険性が高いというようなことであれば、私のほうからそれはやめて

いただきたいということは、私は言っていかなければならないとは思っています。」このように

答弁されたわけです。 

ここには、前市長の住民の生命財産を守るのは市長の第一の役割というその覚悟が、当然の態

度が表明されています。前市政を継承するという片峯市長には、ぜひともこの立場を踏まえた決

意をこの場で表明していただきたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私も前市長がおっしゃったということで今お伺いしましたとおり、市民の生命、そして財産を

守ることこそ私ども行政としての原点だと考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 ２点目は、まちづくりの基本方針との矛盾についてです。一条工務店の白旗山の森林を大規模

に伐採し、メガソーラーを張りめぐらせる開発を行う林地開発許可申請に対する意見を県知事に

求められ、本市は２０１５年１２月１８日、前市長名で、今回の開発行為は、本市においては過

去に例を見ないもの、太陽光パネル設置用地の面積、住宅団地等の近接等であり、本市の都市マ

スタープランにおける地域のまちづくり方針との整合性が図られておりませんとする意見書を提

出しました。福岡県は初め、この意見書を森林審議会に配付せず、厳しい批判を浴びましたが、

翌２０１６年３月３１日付で開発許可を出しました。しかし、一条工務店の開発計画が市のまち

づくりの方針との整合性が図られていないという事実は消えるわけではないこと、これについて

は市も認めた事実であります。それにもかかわらず、現在、開発業者が強引に工事を着工しよう

とする非常に重大な局面を迎えています。新市長に対する住民の要望は極めて切実であります。 

市議会においては、先日、３月２１日、住民の安全安心な暮らしが続けられるよう、開発の中

止を求める決議を求める請願が採択されました。そこで、市長は、住民の生命財産をしっかり守

り、緑地保全という新市のまちづくりの方針を堅持する立場から、一条工務店の社長に面会を申

し入れ、工事の中止、緑地の保全のために、開発予定地の市への寄附あるいは地元同意を前提に

した土地交換を含めた協議を行い、事態打開へ役割を果たすべきだと考えています。市長の答弁

を求めます。 

○議長（鯉川信二） 

 経済部長。 

○経済部長（田中 淳） 

 まず、当該林地開発につきましては、森林法に基づいて審議がなされ、県知事より許可が出さ

れたものであるという認識でございます。次に、都市マスタープランにつきましては、土地計画

を効果的、効率的に進めるために、長期的な視点に立ち、都市の将来像を実現するための方針を

総合的かつ一体的に定めるものでございます。その中で、白旗山周辺地域に限らず、市外の森林

や樹林地については森林の保全をまちづくりの方針に掲げておりますが、関係法令により規制を

図り、森林を保全していくもので、全ての開発を規制するものではないという認識でございます。

しかしながら、大規模太陽光発電設備の立地につきましては、さまざまな問題が生じていること

から、速やかな法令の見直しや整備等がなされるよう、国等への要請行動を引き続き行ってまい
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りたいと考えております。 

また、今後のエネルギー社会の動向や他自治体等の状況把握などの情報収集に努めながら、条

例改正などにつきましても、有識者であります馬奈木弁護士を会長とする審議会等の協力を得な

がら、さまざまな観点から鋭意研究していく必要があると考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員にお知らせいたします。発言残時間が３分を切っておりますので、よろし

くお願いいたします。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 市長、今、経済部長の答弁はそれはそれでやってもらったらいいと思うんですよ。デッドロッ

クに乗り上げてるわけです。住民は生命財産をかけて、今戦ってるわけです。市長は何をするべ

きかということを考えてもらいたい。飯塚市長、２月２６日に誕生した新市長が一条工務店の社

長に面会を求めてください。そして、この事態を打開しようではないかという協議をしませんか。

その交渉する力があるでしょう。資格もあります。先ほど言われたとおりです。住民の生命財産

を守る仕事は自分の仕事だと。ぜひやってください。 

それから次、第３は、福岡県地域医療構想案についてです。 

１点目は、飯塚市の対応についてであります。福岡県知事が３月６日に公示した福岡県地域医

療構想は、飯塚保健医療圏、飯塚市、嘉麻市、桂川町について、２０１４年時点の許可病床数

３４６６に対し、６年後、２０２５年時点における必要病床数２４８０とする推計を上げていま

す。病床機能報告による２０１５年時点の病床数は３２２２ですから、２０２５年時点の推計必

要病床数に合わせようとすれば、なんと７４２病床、２３％削減することになります。住民の健

康、生命にもかかわりかねない重大なものだと考えています。そこで、策定の経過、市のかかわ

り及びその内容と目的、さらに飯塚市がどういう役割を果たす考えか、お尋ねをします。 

○議長（鯉川信二） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 福岡県地域医療構想の策定の経過ということでございますが、これまで全体会議が１回、飯塚

区域地域医療構想調整会議が平成２７年度より合計５回開催をされ、昨年１２月末には県におい

てパブリックコメントが実施され、平成２９年３月６日に福岡県地域医療構想として公示をされ

ております。 

この内容でございますが、平成３７年にいわゆる団塊の世代の方々が全て７５歳以上となり、

これまでにない高齢化の進展が見込まれます。これに伴い、疾病構造も変化するとともに、医療

や介護を必要とする方がますます増加することが見込まれます。このような中、将来必要となる

医療や介護の提供体制を構築していくため、市町村においては、地域包括ケアシステムの構築や

医療と介護の連携強化などを実施し、福岡県においては地域医療構想が策定されることとなりま

した。 

この地域医療構想は病床の機能、高度急性期、急性期、回復期、慢性期でございますが、この

機能ごとに平成３７年の医療需要と病床の必要量を推計し、将来のあるべき医療体制の姿を明ら

かにするとともに、その実現に必要となる施策を示すものになります。この目的でございますが、

この地域医療構想は、将来の病床数の削減を目的としているものではなく、地域ごとに異なる医

療需要の将来変化に対し、地域の実情に応じて、それに見合った医療資源を効果的かつ効率的に

配置することを促し、急性期から在宅医療等まで患者の状態にふさわしい、より良質な医療サー

ビスを受けられる体制を構築することを目的といたしております。 

それから、この市の役割でございますが、この医療構想は、地域ごとに異なる医療需要の将来

変化に対し、地域の実情に応じて、それに見合った医療資源を効果的かつ効率的に配置すること

を促し、急性期から在宅医療等まで患者の状態にふさわしい、より良質なら医療サービスを受け



１５０ 

られる体制を構築することを、先ほど申し上げたとおり、目的といたしております。そこで本市

の役割といたしましては、具体的に明示はされておりませんが、構想に提示される医療や介護の

提供体制を構築していくため、地域包括ケアシステムとの連携強化などを求められるのではない

かということが予想をされます。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員にお願いいたします。まもなく発言時間が終了いたしますので、最後の質

問としてまとめていただきますようにお願いいたします。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 ７４２の削減を福岡県がうたってるわけですね、２市１町で。飯塚市立病院のベッド数が

２５０ですから、この地域から市立病院まるまる３つ分のベッドが今後なくなりかねない重大な

状況なんです。メディコラボとかいうような話もあろうと思うけど、それどころでない問題が目

の前にあるわけですね。私は、市として直ちに事情を調査して、一方的な病床削減には反対とい

う立場を表明すべきだと考えています。答弁求めます。 

同時に、締めくくりに申し上げておきたいと思います。地方自治の本旨が住民福祉の増進にあ

ることは共通してると思います。共通した認識だと思うんです。今回の一般質問は、市民の暮ら

しを第一に考えるクリーンな姿勢を求める住民の声を示して、片峯市長の所信をただしてまいり

ました。しかし、今日の市長の答弁は市民の信頼回復―――。 

○議長（鯉川信二） 

 ７番 川上直喜議員、発言時間が終了しておりますのでご了承をお願いいたします。答弁だけ。 

○７番（川上直喜） 

 住民の声を真剣に受けたものとは到底思われないんですよ。それで、共産党としては引き続き

住民の視点から厳しくチェックもするし、建設的な提案もするという立場で頑張ってまいります。 

最後の答弁求めて、質問を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 病床数が削減された場合の影響について調査をすべきではないかということにつきまして、先

ほどご答弁いたしましたが、この医療構想は今後見込まれる高齢化社会におきまして、将来必要

となる医療介護の提供体制の構築のために、病床機能ごとに医療需要と病床必要量を推計し、医

療提供体制を明らかにするとともに、地域の実情に応じて、それに見合った医療資源の効果的か

つ効率的な配置を促すことを目的といたしております。したがいまして、本構想が実現できたと

きには、市民にとって安心して医療サービスを受けられる体制ができ上がるものと考えておりま

す。しかしながら、飯塚市としても安心安全なまちの構築には、医療体制は大変重要な位置づけ

であるというふうに考えております。今後の社会情勢、疾病構造の変化や地域包括システムの構

築の状況等により、本当に本構想が的確なものであるかなどを注目していきたいというふうに考

えております。 

○議長（鯉川信二） 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時５８分 休憩 

 

午後 ２時１０分 再開 

 

○副議長（松延隆俊） 

 本会議を再開いたします。１２番 田中裕二議員に発言を許します。１２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 
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 まず初めに、片峯市長、市長当選おめでとうございます。市民の皆様に誇れる飯塚市の構築に

全力で取り組んでいただきますように、お願いをいたしますし、期待もいたしております。 

それでは質問通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。この議場での最後の一般質

問になりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

先日、私のところにお客さんが来られて、嘆いていておられました。それは、近年の天変地異

はどうなんだと、このようなことでございました。この方は５階建ての市営住宅に住んであるご

婦人でございます。地域の方々と災害が起こったときどうすべきかなどと話しをしたときに、そ

の中で熊本地震のような、そのような規模の地震が起きたとき、そもそも今住んでいる、この

５階建ての市営住宅、倒壊しないのかと心配をされておりました。 

確かに、近年異常気象による以前では考えられないような豪雨、またスーパー台風の上陸、さ

らに頻繁に起こる地震など、全国各地でさまざまな災害による被害が起こっております。そのよ

うな災害が起こったとき、事前の備えができているのかということを確認する意味で、今回は、

災害対策、特に震災対策に関して質問をさせていただきます。 

東日本大震災から６年が過ぎました。また、熊本地震から間もなく１年を迎えます。地震列島

である我が国において、地震は、どの地域でも起こりうる災害であり、水害や台風のように予知

できるものでもなく、緊急地震速報というのがありますが、これは速報が出てすぐ揺れるので、

どこかに避難をするということはできません。また、地震をとめることもできない。そうである

ならば、被害を最小限に抑える平時の備えが必要不可欠だと思っております。そのような観点か

ら、幾つか質問をさせていただきます。 

初めに、災害が起こったとき自分の身は自分で守るというのが基本であることは言うまでもあ

りませんが、それが困難な高齢者や障がいをお持ちの災害時に援護が必要な方をどのように支援

するのか、いわゆる災害時要援護者支援、現在では、災害対策基本法の改正によりまして、昨年

の平成２７年４月から避難行動要支援者と名称が変更されておりますが、避難行動要支援者支援

についてお尋ねをいたします。これまで平成２４年３月議会、平成２５年６月議会と、この要支

援者支援に関する質問をした経緯がございますが、今回は、その後の進捗状況について確認をし

ながらお尋ねをいたします。 

まず、避難行動要支援者に関する台帳について、その後の更新、整備状況はどのようになって

いるのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 災害時要援護者台帳の更新、整備につきましては、飯塚市民生委員児童委員協議会におきまし

て、市と連携した要援護者等実態把握の推進を活動方針の重点目標に掲げていただきまして、毎

年、各地域の民生委員、児童委員の皆様のご協力により、要援護者の把握と、更新を行っている

ところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 毎年、要援護者の把握と更新を行っているということでございますが、それでは、この災害時

要援護者台帳の活用方法について、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 活用方法でございますが、災害時要援護者台帳の対象者について、市内の各自治会及び地区民

生委員児童委員協議会、各自主防災組織等と情報の共有を行い、災害時における安否確認や地域
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での避難支援を行うために活用いたしております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 以前の質問で、民生委員の皆さん等の協力で市内全域で日常的な見守りなどの支援が必要な方、

約６千人を把握しており、このうち水害被害や土砂災害区域に居住している約５００人に、職員

が戸別訪問して水害等による避難支援が必要な方、９０人を確認したと、このような答弁があっ

ておりました。現在最新の台帳に記載されている避難行動要支援者数は何人おられるのか、お尋

ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 これは水害等による要支援者数でございますが、市全体では７２３８人の要支援者を把握して

おるところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 千数百人ふえているという数字でございますけれども、これも以前の答弁におきまして、水害

時においては、避難支援が必要な方を把握し、具体的な避難支援体制、避難支援プランですが、

これが整備されているということでございましたが、浸水被害地域等以外での避難支援プランの

整備、今回の場合は地震災害についてでございますが、整備状況についてはどのようになってい

るのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 浸水想定地区、土砂災害危険箇所等における個別避難支援プランにつきましては、対象者

１８３名のプランを作成し、その避難支援を整備しているところでございますが、地震等に対す

る全市的な避難支援整備につきましては、現在のところ、その取り組みまでには至っておりませ

ん。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 地震等に対する全市的な避難支援整備については、その取り組みまでは至っていないというご

答弁でございますが、国からも地震対策として個別支援プランの整備が促されていると思います

が、取り組みが進んでいないのはなぜなのか、その理由についてお尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 質問議員ご指摘のとおり、東日本大震災、熊本大地震等に見られます大規模地震災害に備えた

早急な避難支援体制の整備を促されておりますが、先ほど答弁いたしました災害時要援護者台帳

の対象者が市全体で約７２００名余りであり、東日本や熊本のような予測不可能な大地震におけ

る災害状況下で、実際にその避難支援が必要と思われる方の把握は可能であるというふうに思わ

れますが、同時に支援者の被災も想定されるところでございまして、事前に特定した避難支援者

の確保は難しいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 
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 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 熊本地震の際に、日ごろからの地域のつながりの強い地域が人的被害が少なかったと、このよ

うな報告があっております。行政が責任をもって自治会長や民生委員の方たちと協力して個別に

要支援者を支援すべきではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 地震のような大災害が発生した場合、市は災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施するこ

ととなります。しかし、被災地では、現実的に被災当初の活動はその地域の方々のご協力をいた

だく必要があると考えております。過去の被災事例を見ましても人的被害が少なかった場合は、

地域での日ごろの見守り活動が生かされ、迅速な安否確認ができたためと報告されております。

したがいまして、常日ごろからの地域での見守り活動が災害時の人的被害を最小限に抑える上で

非常に重要であるというふうに考えておりまして、その際、地域で中心的に助け合い活動を行う

ことができるのは自治会や地区民生委員児童委員協議会であるため、個別の避難支援についても、

常日ごろからお願いしているところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは要支援者支援を行う取り組みがほかにないのか、あればお示しいただきたいと思いま

す。 

○副議長（松延隆俊） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 災害が発生したときに被害の拡大を防ぐには公助だけでは限界がありまして、自分自身の身を

自分の努力によって守る自助とともに、普段から顔を合わせている地域や近隣に人々が集まって、

互いに協力し合いながら防災活動に組織的に取り組む共助として、自主防災組織の設立を推進し

ておりまして、その活動の一環として地域の要配慮者支援の取り組みがあります。 

現在の自主防災組織の設立状況でございますが、まちづくり協議会や自治会単位で１６団体設

立されていますが、将来的には、各自治会単位での設立を目指し、避難行動要支援者の支援が市

内全域に広まるよう推進していきたいと考えているところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

〇１２番（田中裕二） 

ただいまの答弁の中で、ちょっと確認させていただきたい点が２点ございます。自主防災組織

の設立状況は１６団体ということでございますが、この数字は多いのか少ないのか、私は非常に

少ない数だと思います。 

今、部長答弁の中で、将来的には各自治会単位での設立を目指し、避難行動要支援者の支援が、

市内全域に広がるよう推進するということでございますが、そのためには、どのような取り組み

をされているのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 議員おっしゃいますとおり、現時点では、自主防災組織の設立状況、１６団体ということで非

常に少ない状況でございます。このため、自主防災組織設立を推進するための取り組みといたし



１５４ 

まして、現在、本市の防災危機管理監を配置しておりますが、各自治会に出向いて防災研修を行

っております。その際には、自主防災組織設立の推進もあわせて行っているところでございます。

またさまざまな機会を捉えて、自主防災組織の重要性を認識していただくような啓発も行ってお

ります。しかし、ここ数年は新規設立が進んでおりませんで、その問題点としては各自治会にお

いて率先して防災活動を実践するリーダーが存在しないということが一つの要因であるというふ

うに分析をいたしております。そのため今年度、内閣府基準に基づく市民向けの研修といたしま

して、地域防災リーダー研修を開催して、自治会住民の先頭に立って災害対応準備や災害時にお

ける避難等を行う際のリーダーとして活動する人材の育成に取り組みました。今年度の研修では、

５８名の参加者のうち６講座全て受講された４４名の方に地域防災リーダーの認定をしておりま

して、今後も引き続きこの活動を実施していきたいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

〇１２番（田中裕二） 

ただいまの答弁の中で、今年度は市民向けの研修として地域防災リーダー研修を開催をして、

４４名の方に地域防災リーダーの認定をしたということでございますが、この地域防災リーダー

には、市の考え方としてどのくらいの方になっていただきたいと、人数の目標ですね、思ってあ

るのか、また、この地域防災リーダーは具体的にどのような働きをされる方々なのか、あわせて

お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 この事業を実施するに際しまして、特にリーダーの目標数というのは設定しておりませんが、

先ほども申し上げました自主防災組織を各自治会単位で設けたいというふうに思っておりますの

で、最低その自主防災組織１単位には、せめてお１人はこういうリーダーの方がおっていただけ

ればというふうに考えております。防災リーダーとしましては、その自主防災組織、自治会単位

の中で、その単位の防災に対する意識を高めていただく、また被災した際には、先頭に立って、

その組織の方の避難なりをリードしていただく、そういう役目を期待しているものでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 ただいまの答弁によりますと、この地域防災リーダーの方の役割は、非常に大きな役割がある

と思います。この地域防災リーダーの方が力を発揮するといいますか、必要となるところは自主

防災組織だということでございますので、先ほど言いましたように、各自治会単位での自主防災

組織の設立とあわせまして、この地域防災リーダーの育成に、早急に、なるべく早く努めていた

だきたいと思います。 

次に、災害時に支援が必要となった方々についての対策、また現状をお聞きいたしましたけれ

ども、最後に避難行動要支援者に関する台帳作成について、今後の方向性をお聞かせいただきた

いと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 まずは地震等の大災害状況下におけます避難行動要支援者の個別具体的な把握に努めてまいり

たいというふうに考えております。その把握を進めながら、地域における細やかな避難支援体制

の整備を検討、実施してまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 
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 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは次に、避難所についてお尋ねをいたします。本市では、地震が発生した際の避難所は

どこになるのかお尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 地域防災計画の中では本市に震度５弱から５強の地震が発生した場合、１７カ所の緊急指定避

難場所を開設いたします。主に公民館等の施設が中心となります。これを上回る震度が６弱以上

の場合は、これに加えて、６８カ所の指定避難所を開設することとしております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 避難所の一部に、一時避難所で過ごすことが困難で、特別な支援が必要な高齢者や障がいをお

持ちの方、また妊産婦の方々等を受け入れるための福祉避難所がございます。この福祉避難所の

役割はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 福祉避難者の役割でございますが、災害対策基本法施行令第２０条の６第５号では、「主とし

て高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させることが想定されるものにあ

っては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けること

ができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で

定める基準に適合するものであること。」となっておりまして、高齢者や障がい者、妊産婦の

方々など、災害時に一般の指定避難所、一次避難所と申しますが、そこでの避難生活が困難な方

に対しまして、介護用品の整備や福祉の専門的知識を有するスタッフによる支援が可能な避難所

でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは飯塚市における福祉避難所はどのくらいあるのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 本市では、市内にある高齢者介護施設や障がい者福祉施設と災害協定を締結し、その指定を行

っておりまして、対象施設数は２８施設でございます。また、収容可能人員はその施設の規模に

もよりますが、１施設当たり５名から１０名程度というふうになっております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは２８施設の福祉避難所はどのように活用されるのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 大規模災害時においては、福祉避難所の被害状況、受け入れ可能人数等の把握と合わせて、受
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け入れが可能な施設については、災害対策本部から開設指示を行います。次に、一次避難所にお

いて市職員による緊急度、必要度に応じた対象者の把握を行いまして、順次必要な方は福祉避難

所への移送を行うというふうなことになります。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは、福祉避難所について、一般市民に対する周知は行っているのかどうか、お尋ねをい

たします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 福祉避難所の周知につきましては、地域防災計画、水防計画において一覧表として記載してお

ります。同計画につきましては、ホームページに掲載しておりますが、その他、一般市民に対す

る、積極的な周知は行っておりません。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 平成２８年４月に内閣府が策定した「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、「市町村

は、あらゆる媒体を活用し、福祉避難所に関する情報を広く住民に周知する。特に、要配慮者及

びその家族、自主防災組織、支援団体等に対して、周知徹底を図る」とこのようにございます。

そのようにガイドラインに示されているにもかかわらず積極的な周知を行わないのはどのような

理由からなのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 一般の指定避難所と福祉避難所の相違点、活用方法等について市民の皆さんに理解をしていた

だく必要がございますが、各避難所の役割について、混在した見解のまま災害が発生した場合に、

一般市民の皆さんが、直接福祉避難所へ避難されることが予想されまして、市の指示なしに開所

ができない施設側と、押し寄せた一般市民との間で、受け入れに関してトラブルが発生するおそ

れがあること。あわせて、避難した一般市民の皆さんに一時避難所へ即時移動をお願いしても被

災状況下では各避難所の役割等の理解を得ることは困難を要することが考えられるなど、福祉避

難所での避難生活が必要な要配慮者の受け入れに支障を来すおそれがあるため、現段階におきま

しては、積極的な周知の取り組みを自粛しているところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 ３月５日付の毎日新聞の１面に、このようにございます。「福祉避難所「周知せず」３割」と、

要するに３割の自治体が福祉避難所を周知していなかったという見出しでの記事でございますが、

その中で熊本地震の発生時、熊本市は福祉避難所の場所などを住民に周知していなかった。その

結果、複数の障がい者がトイレなどの設備面から一般の避難所で過ごせず、余震が続く中、車や

崩れかけた家で過ごしたと、このような記事がございました。熊本地震では、福祉避難所の役割

等について平時から市民に対する周知が徹底されていなかったために、福祉避難所が円滑に機能

しなかったということでございます。 

今部長の答弁の中で、積極的な周知を行っていない理由として、各避難所の役割を理解してい

ないと、一般市民の皆さんが直接福祉避難所へ避難されることが予想されると。２点目として、



１５７ 

避難した一般市民の皆さんに一次避難所へ即時移動してくださいとお願いしても、各避難所の役

割等の理解を得ることは困難を要することが考えられると、このように大きく２点、周知徹底さ

れてない理由を述べられたと思いますけれども、だからこそ私は福祉避難所の役割を十分に理解

していただくために、積極的に周知する必要があると、このように思いますが、いかがでしょう

か。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 質問議員が申されますように、福祉避難所の役割については市民の皆さんにもご理解いただけ

る適切な周知が必要と考えております。周知対象者、広報等についても改めて十分に検討しまし

て、適切な周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 ぜひとも積極的な周知に努めていただきますようにお願いをいたします。 

また、先ほどの答弁の中で、一次避難所において、市職員による緊急度、必要度に応じた対象

者の把握を行い、順次福祉避難所への移送を行うと、このような答弁がございましたが、そのよ

うな体制は整備されているのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 福祉部長。 

○福祉部長（古川恵二） 

 現在のところ福祉部局では、災害時においての被災者の健康状態等の把握に、専門知識のある

職員、保健師等でございますが、その配備体制を計画しておりますが、地震等の大規模災害では、

職員が被災することも想定しまして、他部局との調整を行いながら、配置体制の充実を今後も図

っていきたいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは次に、耐震化についてお尋ねをいたします。飯塚市がしている避難所の耐震化はどの

ような状況なのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 避難所の耐震化につきましては、現在６８カ所の指定避難所のうち耐震基準を満たしていない

避難所が２２カ所ございます。しかしこの中には、市役所の本庁舎や小中一貫校幸袋校など、新

年度には耐震構造となる施設も含まれております。実際に地震が発生した場合は、耐震構造の施

設を開設することになります。 

来年度の地域防災計画の見直しでは、風水害と震災の際の避難所については区別して施設を指

定していくことを検討しているところでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 今の答弁、最後のところで、風水害と震災の際の避難所については区別して施設を指定するこ

とを検討するということでございますが、私も以前そうするべきだという質問を、質問の中で申

し述べたことがございますので、これは当然のことだと思っております。また６８カ所の指定避
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難所のうち耐震基準を満たしていない避難所が２２カ所と、この中には、この庁舎、また小中一

貫校もあるということで、来年度には、この２２カ所が減るとは思いますけれども、２０カ所近

くは耐震基準を満たしていない避難所になるかと思いますが、この耐震基準を満たしていない避

難所について、今後耐震化を進めていくお考えなのかどうか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 指定避難所については、本市の既存の施設を避難所に指定しているもので、市の施策により耐

震補強や建てかえが実施されてきたところでございます。今後についても、小中一貫校や地区公

民館の建設などにより、順次、耐震化を進めてまいります。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 ぜひとも早急に耐震化を進めていただきますようにお願いをいたします。 

次に、冒頭で述べました市営住宅の耐震化の状況について、お伺いいたします。昨年の熊本地

震では、建物が倒壊し、その建物の下敷きになり、不幸にも命を落とされた方がおられます。本

市におきましても、熊本地震のような規模の地震が起こり得る可能性も十分考えられます。そこ

で、現在地震の際に、特に重大な被害が想定される３階建て以上のいわゆる中層の市営住宅の耐

震化はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 平成２９年２月末現在でございますが、本市には３階建て以上の中層住宅が７０棟ございます。

そのうち６７棟が新耐震基準となっております。３棟が旧耐震基準であることから、中層の市営

住宅の耐震化率は９６％となっております。 

なお、新耐震基準は建築基準法に定められる設計基準の一つでございまして、頻繁に起こる大

きさの地震に対しては建物の構造に損害がないようにすること、及び滅多に起こらないが大きな

地震に対しては、致命的な損害を回避し人命を保護することを目的としたものでございます。 

また、あくまでも目安ではございますが、頻繁に起こる大きさの地震とは、おおよそ震度５程

度を想定し、滅多に起こらない大きな地震とは、おおよそ震度６強から震度７程度を想定してお

りますことから、新耐震基準のものにつきましては、熊本地震規模の地震が発生いたしましても

即座に建物が崩壊しないことが期待されますことから、人命に係る致命的な損傷はないものとい

うふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 新耐震基準のものにつきましては、熊本地震規模の地震が発生しても、即座に建物が崩壊しな

いことが期待されることから、人命に係る致命的な損傷はないものと考えているという、ご答弁

でございます。新耐震基準を満たしている６７棟は、当然そうだと思います。問題は、この新耐

震基準を満たしていない３棟をどうするかということであります。今後どのようにされるおつも

りなのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 旧耐震基準の建物にございましても、構造形式等により耐震性に幅があるため必ずしも耐震性
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が低いということではないと考えますが、平成２９年度に、飯塚市公営住宅等長寿命化計画の見

直しを予定しておりますことから、市営住宅の耐久性の向上と合わせまして検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 必ずしも耐震性が低いということではないと考えているということでございますが、新耐震基

準を満たしていないことは事実でございます。したがいまして、本当に早急に対策を講じていた

だきますようにお願いをいたします。 

次に、防災、減災についてお尋ねをいたします。以前、一般質問で橋梁長寿命化計画について

お尋ねをいたしましたが、本市が管理している橋梁が６２６あり、そのうち２メートル以上の

６００の橋が、橋梁長寿命化事業の対象であり、その中で調査した結果、速やかに補修を実施す

ることが望ましい橋が３３、そのうち緊急性、重要性、社会的影響度等を考慮して、１０年計画

を策定して、平成２５年度から平成３４年度までに１８の橋の橋梁長寿命化計画を立てておられ

ます。または修繕工事につきましては、平成２６年度から徳前大橋、平成２７年度に駅通り橋の

補修工事を行い、この２つの橋の工事が完了したということでございましたが、現在の進捗状況、

計画どおり進んでいるのかどうか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 橋梁長寿命化修繕工事につきましては、今質問議員言われましたとおり、徳前大橋、駅通り橋

の２橋はすでに完成をしております。本年２８年度から秋松橋修繕を実施しております。平成

２９年度には秋松橋の一部と楽市橋の２橋の修繕工事が完成する予定でございます。また、平成

２６年度より５年に１度、近接目視による点検を行っておりまして、その点検結果により、新た

に早急に補修が必要な橋が見つかれば、社会的影響度を考慮いたしまして修繕計画の見直しも必

要になると思いますが、現在のところ、おおむね計画どおりに進んでいる状況でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 それでは次に、路面下の空洞化調査についてお尋ねをいたします。この質問も以前、一般質問、

昨年の決算特別委員会でお聞きいたしましたが、昨年御存じのとおり、福岡市の博多駅前の道路

で大きな陥没事故が発生しており、いろんな所で陥没事故が報道されております。 

路面下の空洞化につきましては、現在飯塚市では、目視による巡回をされているとのことで、

それでは路面に波打つなどの異変が現れないとわからないし、陥没が発生しないと対応ができな

いために事故の回避ができないと、このように申し述べました。以前、事前に対策を取るために

も、空洞化調査を電磁波搭載の車両を使い、時速６０キロの速さで走行して空洞化を発見できる

機械もあり、他の自治体では既にこれを導入して調査されている自治体もございますので、ぜひ

とも本市としても導入して発見に取り組んでいただきたいという質問をさせていただきました。

それに対しまして、答弁の中で、福岡県では、平成２８年度に筑豊管内の国県道の調査を行うと

聞いていると、また本市におきましても、調査に伴う資料の収集や専門業者から説明を受けてお

り、調査が必要と考えていると、このような答弁だったと記憶をしております。 

そこで２点ほどお尋ねをいたします。今申しました、県は平成２８年度、筑豊管内の国県道の

空洞化調査を実施するということでございましたが、実施はされたのか。されたのであれば、そ

の結果はどうだったのか、把握しておられるならば教えていただきたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 



１６０ 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 県におきまして、平成２８年度、筑豊地区、これは飯塚、直方、田川管内でございますが、道

路延長２５４キロの調査を行っております。そのうち空洞がありそうなところが１６４カ所あっ

たというふうな聞き取りをしております。また空洞の広がり、深さを考慮して４０カ所の二次調

査、これは詳細に、スコープ調査とかいうふうな調査、そういうものを行い、調査時に補修でき

るところにつきましては補修を行い、その他につきましては優先順位をつけまして、平成２９年

度より補修を行っているというふうな内容でございました。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 飯塚市でどのくらいというのは、掌握されてはないんですね。 

○副議長（松延隆俊） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 先ほど申しましたとおり、飯塚、直方、田川管内ということで、全体的なやつで聞き取りをし

ましたので、詳細につきましては、調べればわかるのではないかというふうには思っております

が、現在のところ資料につきましては、先ほども申しました内容でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 この筑豊管内で、空洞が１６４カ所という答弁でございました。飯塚市の道路は国県道だけで

はなく、当然市道もたくさんございます。市道に関しては、この調査をどうされるのか。先ほど

述べましたように、前回の答弁では、調査に伴う資料の収集や専門業者から説明を受けて、調査

が必要だと考えているということございました。市道には、市役所の横の道路、西町から徳前大

橋をとおり穂波庁舎に向かう道路、目尾から横田方面に向かっている道路など、主要幹線道路な

どの市道がございますが、この市道の調査、どのようにされるのか、お尋ねをいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 路面下の空洞調査につきましては、先ほど質問議員言われますとおり、専門業者からの聞き取

りを行っております。そうした中で、社会資本整備総合交付金の活用につきましても、国、県に

協議を行いまして、平成２９年度の事業として要望をしている状況でございます。今後の実施に

つきましては、関係課と協議を行いまして、早急に実施してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 確認です。早急に実施を行っていきたいという答弁でございましたが、実施をするという考え

だということで理解してよろしいですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（菅 成微） 

 今回の予算の中では計上しておりませんけども、先ほど申しましたとおり、平成２９年度の新

年度の国のほうの予算のほうに要望をいたしておりますので、その中で国のほうの内示等が来ま
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したらば、市のほうの予算も含めて対応してまいりたいというふうには思っております。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 路面下の空洞化は目に見えないために、どこにどのような空洞があるかというのはわかりませ

ん。その調査をもしされてなければ、いつ自分が運転している車が、陥没して落ちるかわからな

いということを考えたら、怖くて運転はできないと私は思います。ただ今、答弁がございました

ように、調査する考えがあるということでございますので、ぜひとも早急に平成２９年度の事業

として実施できるようにお願いをしたいと思います。 

また、以前にも述べましたように、この空洞化調査は業者によっては技術力の差があるようで

ございます。業者選定に関しましては、確かな技術を持った業者を選定し、早急に調査を実施し

ていただきますようにお願いをいたします。 

最後に市長にお尋ねをいたします。市民の生命と財産を守る行政の長として、災害対策に対す

る市長の考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 先ほど午後の一般質問の中でもお答えを一部させていただきましたが、市民の生命、そして財

産を守ることこそ第一ですというようにお答えしました。同様に、災害、特に飯塚市の場合は、

想定されるのが水害と地震だと思います。水害対策につきましては、先ほどまでも各担当部長が

お答えをしましたとおり、浸水対策事業として前期、中期、長期というように、着々とその対策

は進んでおりますが、まだまだ地震対策ということについては、これから取り組んでいかなけれ

ばならないハード面と、先ほどからご指摘がありました避難者をどう誘導するのかというソフト

面とあわせて、しっかりと取り組んでいきまして、市民の命を、財産を守っていきたいと思って

おります。 

○副議長（松延隆俊） 

 １２番 田中裕二議員。 

○１２番（田中裕二） 

 冒頭に述べましたように、地震は予告もなしに、どこでも起こりうる災害であり、被害を最小

限に抑える事前の対策が必要不可欠であると、このように思います。しっかりとした対策を早急

に整えていただきますよう要望いたしまして、質問終わります。 

○副議長（松延隆俊） 

 以上を持ちまして一般質問を終結いたします。 

本日の議事日程を全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。お疲れさまで

した。 

 

午後 ２時５３分 散会 
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